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平成 年度に社会保険庁が達成すべき目標についての評価16

本評価は、中央省庁等改革基本法（平成 年法律第 号）第 条第 項第 号10 103 16 6 2

及び「社会保険庁の事務の実施基準及び準則 （平成 年 月 日付け厚生労働省」 13 3 30

発政第 号厚生労働事務次官依命通達）の規定に基づき 「平成 年度において社93 16、

会保険庁が達成すべき目標について （平成 年 月 日付け厚生労働省発政第」 16 1 30

号通知）において示された各目標に対する社会保険庁の取組状況について、0130001

社会保険庁長官より当職あて行われた「平成 年度に社会保険庁が達成すべき目標16

に係る実績報告について （平成 年 月 日庁文発第 号通知）に対し、」 17 8 25 0825016

厚生労働省本省として達成状況に係る評価を行い、今後の課題等を示すものである。

すなわち、本評価の趣旨は、当職が設定した平成 年度において社会保険庁が達16

成すべき目標について、その実績を評価することにより、社会保険庁の事務の適正な

実施を担保することにある。

当職が設定した平成 年度において社会保険庁が達成すべき目標（ 項目）につ16 21

、 、 。いての実績報告 並びにこれに対する評価及び今後の課題等は 別紙のとおりである

社会保険庁をめぐっては、平成 年度において、不祥事や国民の疑惑を招く事態16

、 、 、 、が頻発し 国民の視点に立っていないサービス 予算執行の無駄 非効率な業務運営

保険料徴収の不徹底、内部統制の不足、個人情報の不適切な取扱いといった様々な問

題が指摘され、国民から厳しい批判や解体的出直しを求める声が出されている。

このような事態は、社会保険行政に対する国民の信頼を大きく損なったという点で



誠に遺憾であり、社会保険庁の業務改革と組織改革の双方を抜本的に図っていくこと

が必要である。

、 、 、 、このため 平成 年度においては 業務改革について 民間出身の長官を先頭に16

・ 国民のニーズに的確に対応したサービスの提供など、国民サービスの向上、

・ 負担能力に応じた公平な保険料負担の徹底など、保険料徴収の徹底

を進めるとともに、

・ 競争入札又は企画競争の原則化など、予算執行の透明性の確保、

・ 個人情報へのアクセス制限など、個人情報保護等の徹底、

・ 人員配置の見直し計画の策定など、組織内部の改革

に取り組んできたところであるが、その着実な実現を図らなければならない。また、

併せて、幅広い有識者等による意見を踏まえ、人事評価制度の導入や組織の在り方の

抜本的な改革を断行していくこととしている。

今後とも、社会保険庁は、社会保険事業に対する国民の信頼を回復し、その事業と

新しい組織に対する国民の理解が得られるよう、社会保険新組織の実現に向けた有識

者会議、社会保険事業運営評議会、その他関係各方面の意見も踏まえつつ 「緊急対、

応プログラム （平成 年 月 日 「業務改革プログラム～セカンドステージに」 ）、16 11 26

おける改革の取組～ （平成 年 月 日）等に基づく取組みの推進に最善を尽く」 17 9 27

していく必要がある。
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目 標

１ ． 適 用 事 務 に 関 す る 事 項

（ １ ） 政 府 管 掌 健 康 保 険 事 業 ・ 船 員 保 険 事 業 ・ 厚 生 年 金 保 険 事 業 の 適 用 対 象 事 業 所 （ 船

舶 所 有 者 を 含 む ） の 適 正 な 把 握 に 努 め 、 適 用 を 促 進 す る こ と 。。

主 な 指 標 の 推 移

12 13 14 15 16指 標 名 単 位 Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

30,115 31,508 37,178 32,428 48,765巡 回 事 業 所 数 事 業 所

目 標 に 係 る 主 な 取 組 み 及 び 実 績

政 府 管 掌 健 康 保 険 及 び 厚 生 年 金 保 険 の 未 適 用 事 業 所 の 把 握 及 び 適 用 の 促 進 に つ い て

は 、 制 度 の 適 正 な 運 営 及 び 費 用 負 担 の 公 平 性 を 図 る た め 「 政 府 管 掌 健 康 保 険 及 び 厚 生、

年 金 保 険 の 未 適 用 事 業 所 に 対 す る 適 用 促 進 に つ い て （ 平 成 14年 9月 26日 庁 文 発 第 20 8 6」

） 、 、号 等 の 通 知 に 基 づ き 実 施 し て き た と こ ろ で あ る が 平 成 16年 7月 に 当 該 通 知 を 廃 止 し

こ れ ま で の 取 組 に 加 え 、 新 た に 呼 出 や 戸 別 訪 問 等 に よ る 加 入 指 導 を 行 う こ と と し た 「 政

府 管 掌 健 康 保 険 及 び 厚 生 年 金 保 険 の 未 適 用 事 業 所 に 対 す る 適 用 促 進 に つ い て （ 平 成 16」

年 7月 12日 庁 文 発 第 0712001号 ） 等 の 通 知 を 発 出 し 、 実 施 し た 。

具 体 的 に は 、 法 務 局 で 閲 覧 す る 商 業 登 記 申 請 書 や 法 人 登 記 申 請 書 の 情 報 、 厚 生 年 金 保

険 と 雇 用 保 険 の 適 用 事 業 所 に 関 す る デ ー タ を 突 合 し た 情 報 等 を 活 用 し て 、 引 き 続 き 未 適

用 事 業 所 の 適 正 な 把 握 に 努 め た 。

こ れ ら 未 適 用 事 業 所 に 対 し て は 、 電 話 、 文 書 （ 勧 奨 状 、 職 員 や 社 会 保 険 労 務 士 に よ）

る 巡 回 説 明 等 に よ り 、 適 用 勧 奨 に 努 め た と こ ろ で あ り 、 巡 回 説 明 事 業 所 数 は 、 昨 年 度 に

比 べ 増 加 し た 。

、 （ 、 ）、さ ら に 呼 出 に よ る 加 入 指 導 原 則 と し て 5人 以 上 の 事 業 所 16年 度 実 績 4,171件

戸 別 訪 問 等 に よ る 重 点 的 な 加 入 指 導 （ 原 則 と し て 20人 以 上 の 事 業 所 、 16年 度 実 績 3,51

3件 ） を 実 施 し た 。

そ の 他 の 取 組 と し て 、 地 方 運 輸 局 等 か ら の 貨 物 自 動 車 運 送 業 者 の 社 会 保 険 の 加 入 状 況

に か か る 情 報 の 提 供 時 期 （ 四 半 期 毎 → 毎 月 ） 等 の 見 直 し を 行 い 、 未 適 用 事 業 所 の 適 正 な

把 握 及 び 加 入 指 導 等 に 努 め た 。

、 、こ れ ら の 取 組 と 経 済 環 境 の 改 善 と に よ り 新 規 適 用 事 業 所 数 が 全 喪 事 業 所 数 を 上 回 り

適 用 事 業 所 数 は 昨 年 度 に 比 べ 増 加 し た 。

、 、 、な お 全 喪 事 業 所 数 に つ い て は 平 成 15年 度 か ら 全 喪 届 を 法 令 上 位 置 づ け る と と も に

適 用 事 業 所 に 該 当 し な く な っ た こ と を 証 す る 書 類 の 添 付 を 義 務 づ け た こ と 、 ま た 、 平 成

16年 9月 に は 、 全 喪 届 に 係 る 事 務 処 理 の 適 正 化 を 図 る た め 、 全 喪 届 の 総 点 検 を 実 施 し た

こ と 等 の 取 組 に よ り 、 昨 年 度 に 引 き 続 き 減 少 し た 。

し か し な が ら 、 事 業 主 の 制 度 に 対 す る 理 解 不 足 等 の 影 響 か ら 、 加 入 勧 奨 に も か か わ ら

ず 、 適 用 さ れ な い 事 例 が 今 年 度 も 見 受 け ら れ た こ と か ら 、 引 き 続 き 巡 回 説 明 及 び 戸 別 訪

問 等 に よ る 適 用 加 入 勧 奨 及 び 加 入 指 導 に よ り 事 業 主 等 の 理 解 を 求 め 、 未 適 用 事 業 所 に 対

す る 適 用 の 適 正 化 に 努 め て い く こ と と し て い る 。

さ ら に 、 戸 別 訪 問 等 に よ る 加 入 指 導 後 に お い て も 加 入 手 続 が 行 わ れ な い 一 定 規 模 以 上
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の 事 業 所 に つ い て は 、 最 終 的 な 適 用 方 策 と し て 、 立 入 検 査 等 を 実 施 し 職 権 に よ る 被 保 険

者 資 格 の 取 得 の 確 認 を 行 う こ と と し 、 平 成 17年 3月 に 地 方 社 会 保 険 事 務 局 長 あ て 通 知 し

た （ 平 成 17年 3月 25日 庁 文 発 第 0325004号 。）

船 員 保 険 の 適 用 の 適 正 化 に つ い て は 「 船 員 保 険 の 適 用 の 適 正 化 に つ い て （ 平 成 16、 」

年 12月 8日 庁 保 険 発 第 1208001号 ） 等 の 通 知 を 発 出 し 、 実 施 し て い る 。

、 、 、具 体 的 に は 地 方 運 輸 局 等 に お い て 雇 入 契 約 公 認 審 査 の 際 に 船 員 保 険 の 適 用 を 確 認 し

船 員 保 険 へ の 加 入 が 確 認 で き な い 場 合 の 通 報 、 船 員 労 務 官 か ら の 通 報 及 び 船 員 法 適 用

船 舶 所 有 者 名 簿 の 閲 覧 等 に よ り 、 適 用 対 象 船 舶 所 有 者 等 を 把 握 し 、 適 用 指 導 の 実 施 に 努

め た 。

（ 注 ） 適 用 促 進 の 手 順

① 未 適 用 事 業 所 の 把 握

② 文 書 に よ る 加 入 指 導

③ 巡 回 説 明 （ 社 会 保 険 労 務 士 等 に よ る 適 用 促 進 の 趣 旨 や 保 険 制 度 の 説 明 ）

④ 呼 出 に よ る 加 入 指 導 （ 原 則 と し て 5人 以 上 の 事 業 所 ）

平 成 16年 度 か ら 新 た に 実 施⑤ 戸 別 訪 問 に よ る 加 入 指 導 （ 原 則 と し て 20人 以 上 の 事 業 所 ） →

（ 重 点 的 な 加 入 指 導 と し て 、 職 員 等 に よ り 実 施 ）

平 成 17年 度 か ら 新 た に 実 施⑥ 立 入 検 査 等 に よ る 職 権 適 用 （ 一 定 規 模 以 上 の 事 業 所 ） →

達 成 状 況 に 係 る 評 価

（ 評 価 結 果 ）

目 標 の 達 成 に 向 け て 進 展 が あ っ た 。

数 値 目 標 の 達 成 状 況 ）（

－

評 価 及 び 所 見 ）（

１ ． 取 組 み の 改 善

16 7 12・ 従 来 の 未 適 用 事 業 所 の 把 握 及 び 適 用 の 促 進 に 係 る 取 組 み に 加 え 上 記 平 成 年 月、

日 付 通 知 に 基 づ き 、 呼 出 、 戸 別 訪 問 等 に よ る 加 入 指 導 の 徹 底 と い っ た 適 用 対 策 の 強 化

が 図 ら れ た 。

・ ま た 、 戸 別 訪 問 等 に よ る 加 入 指 導 後 も 加 入 手 続 が 行 わ れ な い 一 定 規 模 以 上 の 事 業 所 に

つ い て は 、 平 成 年 度 よ り 職 権 適 用 を 行 う こ と と す る 等 、 実 際 に 加 入 に 結 び つ け る17
上 で の 実 効 性 を 担 保 す る た め の 取 組 み が 着 手 さ れ た 。

２ ． 取 組 み と 効 果 の 分 析

・ 実 績 と し て は 、 年 度 末 現 在 の 適 用 事 業 所 数 が 前 年 度 に 比 べ 増 加 し て い る が 、 こ れ に つ

い て は 、 巡 回 説 明 事 業 所 数 を 増 加 さ せ た こ と 等 の 加 入 指 導 の 効 果 が 見 ら れ た こ と や 、

経 済 環 境 の 変 動 に よ る 事 業 所 の 自 然 増 等 が 主 な 要 因 と し て 考 え ら れ る 。

今 後 の 課 題 等

○ 平 成 17年 3月 25日 付 通 知 に 基 づ く 未 適 用 事 業 所 の 把 握 、 加 入 指 導 等 の 取 組 み を 推 進

す る 必 要 が あ る 。
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○ 平 成 年 月 日 付 通 知 及 び 緊 急 対 応 プ ロ グ ラ ム に 基 づ く 、 職 権 適 用 の 実 施 等 の17 3 25
適 用 促 進 の 取 組 み を 的 確 に 推 進 し て い く 必 要 が あ る 。

○ 適 用 促 進 に 係 る 事 務 に つ い て は 、 い わ ゆ る 「 市 場 化 テ ス ト 」 の モ デ ル 事 業 と さ れ て

い る こ と か ら 、 当 該 モ デ ル 事 業 の 結 果 も 踏 ま え た 、 効 率 的 な 事 務 の 在 り 方 を 検 証 し て

い く 必 要 が あ る 。

目 標

１ ． 適 用 事 務 に 関 す る 事 項

（ ２ ） 政 府 管 掌 健 康 保 険 事 業 ・ 船 員 保 険 事 業 ・ 厚 生 年 金 保 険 事 業 の 事 業 主 （ 船 舶 所 有 者

を 含 む ） 等 に 対 し 、 適 正 な 届 出 の 励 行 を 促 進 す る こ と 。。

主 な 指 標 の 推 移

12 13 14 15 16指 標 名 単 位 Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

3,967 3,796 4,450説 明 会 開 催 件 数 回

361,049 344,175 329,570 307,570 329,464調 査 官 総 合 調 査 件 数 事 業 所

目 標 に 係 る 主 な 取 組 み 及 び 実 績

適 正 届 出 の 励 行 促 進 に つ い て は 、 総 合 調 査 の 際 の 事 業 主 に 対 す る 指 導 の 実 施 、 事 業 主

、 、を 対 象 と し た 新 規 適 用 事 業 所 説 明 会 算 定 基 礎 説 明 会 な ど に お い て 徹 底 を 図 る と と も に

定 時 決 定 時 の 調 査 （ 船 員 保 険 に お い て は 、 標 準 報 酬 実 態 調 査 で の 実 施 ） 及 び 各 種 広 報 媒

体 （ チ ラ シ ・ パ ン フ レ ッ ト の 配 布 及 び 各 種 広 報 誌 で の 説 明 ） に よ る 制 度 の 周 知 を 図 り 、

適 正 な 届 出 の 励 行 に 努 め た 。

特 に 、 事 業 主 の 利 便 性 の 向 上 及 び 負 担 の 軽 減 を 図 る 観 点 か ら 、 イ ン タ ー ネ ッ ト に よ る

届 出 や 電 子 媒 体 に よ る 届 出 を 促 進 す る と と も に 、 適 正 な 届 出 の 励 行 に 努 め た 。

し か し な が ら 、 制 度 に 対 す る 理 解 が 得 ら れ な い 事 業 主 よ り 、 適 正 な 届 出 が な さ れ て い

な い 事 例 が 今 年 度 も 見 受 け ら れ た こ と か ら 、 引 き 続 き 各 種 説 明 会 の 開 催 及 び 各 種 広 報 媒

体 に よ る 制 度 の 周 知 を 図 る こ と に よ り 適 正 な 届 出 の 励 行 に 努 め て い く こ と と し て い る 。

平 成 16年 度 に お い て 、 社 会 保 険 調 査 官 が 行 う 総 合 調 査 に つ い て は 、 過 去 の 調 査 実 績 等

か ら 届 出 が 適 正 に 行 わ れ て い な い と 判 断 さ れ る 事 業 所 や 短 時 間 就 労 者 が 多 い 事 業 所 を 重

点 に 実 施 し た こ と か ら 、 総 合 調 査 件 数 は 前 年 度 と 比 較 し て 増 加 し た 。 ま た 、 説 明 会 開 催

数 に つ い て は 、 新 規 適 用 事 業 所 が 増 え た こ と も あ り 、 開 催 回 数 は 昨 年 よ り 上 回 っ た 。

ま た 、 平 成 15年 度 か ら 、 総 報 酬 制 導 入 に 伴 い 、 事 業 主 が 賞 与 に 支 払 い の 都 度 、 被 保 険

者 毎 の 賞 与 額 等 を 届 け 出 る 制 度 と な っ た が 、 賞 与 支 払 届 の 提 出 に つ い て は 、 適 正 な 届 出

の 励 行 を 促 進 し た 。

（ 注 ） 総 合 調 査 … … 適 用 事 業 所 に お け る 被 保 険 者 の 資 格 取 得 、 喪 失 及 び 報 酬 等 の 届 出 状 況 、

療 養 の 給 付 の 実 態 又 は そ の 他 の 保 険 給 付 に 係 る 事 実 並 び に 被 扶 養 者 そ の 他 関

係 者 に つ い て 、 社 会 保 険 調 査 官 が 総 合 的 に 行 う 調 査 を い う 。

達 成 状 況 に 係 る 評 価
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（ 評 価 結 果 ）

目 標 の 達 成 に 向 け て 進 展 が あ っ た 。

数 値 目 標 の 達 成 状 況 ）（

－

評 価 及 び 所 見 ）（

１ ． 取 組 み の 改 善

・ 適 正 届 出 の 励 行 促 進 に つ い て は 、 前 年 度 と 同 様 の 取 組 み が 実 施 さ れ て い る 。

２ ． 取 組 み と 効 果 の 分 析

・ 社 会 保 険 調 査 官 が 行 う 総 合 調 査 に つ い て は 、 平 成 年 度 と 同 様 、 対 象 と す る 事 業 所15
の 重 点 化 を 行 っ て い る が 、 平 成 年 度 の 調 査 実 績 が 平 成 年 度 実 績 を 下 回 っ て い た15 14
も の の 、 平 成 年 実 績 に つ い て は 、 平 成 年 度 の 実 績 と ほ ぼ 同 様 の 水 準 に ま で 増 加16 14
す る 結 果 と な っ た 。 こ れ に つ い て は 、 各 社 会 保 険 事 務 所 に お い て 調 査 官 総 合 調 査 計 画

数 を 増 加 し 、 積 極 的 な 取 組 み が 行 わ れ た た め で あ る 。

今 後 の 課 題 等

○ 引 き 続 き 、 調 査 の 重 点 的 ・ 効 率 的 実 施 等 を 推 進 す る こ と に よ り 、 適 正 届 出 の 励 行 を

促 進 し て い く こ と が 必 要 で あ る 。

○ 引 き 続 き 、 総 合 調 査 に つ い て は 、 重 点 的 な 実 施 を 図 り つ つ 、 十 分 な 件 数 の 調 査 を 行

う 必 要 が あ る 。

目 標

１ ． 適 用 事 務 に 関 す る 事 項

（ ３ ） 政 府 管 掌 健 康 保 険 事 業 ・ 船 員 保 険 事 業 ・ 厚 生 年 金 保 険 事 業 の 事 業 主 （ 船 舶 所 有

者 を 含 む ） に 対 す る 調 査 を 効 果 的 に 実 施 し 、 被 保 険 者 資 格 、 被 扶 養 者 、 標 準 報 酬。

月 額 及 び 標 準 賞 与 額 を 適 正 に 把 握 す る こ と 。

主 な 指 標 の 推 移

12 13 14 15 16指 標 名 単 位 Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

721,480 715,057 671,798 498,922 392,027定 時 決 定 時 調 査 件 数 事 業 所

361,049 344,175 329,570 307,570 329,464調 査 官 総 合 調 査 件 数 事 業 所

目 標 に 係 る 主 な 取 組 み 及 び 実 績

被 保 険 者 等 の 資 格 及 び 標 準 報 酬 の 適 正 な 把 握 に つ い て は 「 社 会 保 険 調 査 官 の 設 置、

に つ い て （ 昭 和 39年 5月 19日 庁 保 発 第 19号 ） 等 の 通 知 に 基 づ き 実 施 し て お り 、 定 時 決」

定 時 の 調 査 （ 船 員 保 険 に お い て は 、 標 準 報 酬 実 態 調 査 で の 実 施 、 総 合 調 査 や 賞 与 支）

払 届 の 適 正 化 調 査 等 を 実 施 し 、 適 正 な 把 握 に 努 め た 。

具 体 的 に は 、 派 遣 労 働 者 、 高 齢 就 労 者 、 短 時 間 就 労 者 、 外 国 人 就 労 者 等 を 多 く 使 用

し 特 に 適 正 な 届 出 指 導 が 必 要 と 思 わ れ る 事 業 所 を 重 点 的 に 調 査 し た ほ か 、 賞 与 支 払 届

を 提 出 し な い 事 業 主 に 対 す る 調 査 の 実 施 に つ い て 事 業 主 に 対 す る 調 査 を 効 率 的 に 行 い

適 正 な 届 出 の 指 導 に 努 め た 。

定 時 決 定 時 の 調 査 に つ い て は 、 電 子 媒 体 に よ る 届 出 が 進 ん だ こ と や 、 効 率 的 か つ 効
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果 的 な 調 査 を 行 う た め 平 成 15年 度 か ら 調 査 対 象 を 事 務 手 続 き が 不 慣 れ と 思 わ れ る 事 業

所 等 に し ぼ り 実 施 す る こ と と し た こ と か ら 、 調 査 件 数 は 前 年 度 と 比 較 し て 減 少 し 、 効

率 化 ・ 重 点 化 が 進 ん だ 。

社 会 保 険 調 査 官 に よ る 総 合 調 査 の 件 数 に つ い て は 、 そ の 対 象 を 過 去 の 調 査 実 績 等 か

ら 届 出 が 適 正 に 行 わ れ て い な い と 判 断 さ れ る 事 業 所 や 短 時 間 就 労 者 が 多 い 事 業 所 等 に

重 点 化 し た う え で 、 積 極 的 に 取 り 組 ん だ こ と か ら 、 調 査 件 数 は 前 年 度 と 比 較 し て 増 加

し た 。

（ 備 考 ）

総 合 調 査 … … 適 用 事 業 所 に お け る 被 保 険 者 の 資 格 取 得 、 喪 失 及 び 報 酬 等 の 届 出 状 況 、 療 養

の 給 付 の 実 態 又 は そ の 他 の 保 険 給 付 に 係 る 事 実 並 び に 被 扶 養 者 そ の 他 関 係 者

に つ い て 社 会 保 険 調 査 官 が 総 合 的 に 行 う 調 査 を い う 。

… 各 社 会 保 険 事 務 所 等 に お い て 、 定 時 決 定 が 適 正 に 行 わ れ る よ う 、 算 定 基 礎 届定 時 決 定 時 調 査

を 受 け 付 け る に 際 し て 行 わ れ る 調 査 を い う 。

定 時 決 定 … … 被 保 険 者 が 実 際 に 受 け る 報 酬 と 、 標 準 報 酬 が 大 き く か け 離 れ な い よ う に 、 毎

年 7月 1日 現 在 の 全 被 保 険 者 に つ い て 、 そ の 年 の 4月 、 5月 、 6月 に 支 給 さ れ た 報

酬 を 届 け 出 る 必 要 が あ る 。 こ の 届 出 （ 算 定 基 礎 届 ） は 、 毎 年 1回 保 険 料 や 保 険

給 付 の 額 の 基 礎 と な る 標 準 報 酬 月 額 を 決 め 直 す も の 。

決 め 直 さ れ た 標 準 報 酬 月 額 は 、 当 年 9月 か ら 翌 年 8月 ま で 使 用 さ れ る 。

達 成 状 況 に 係 る 評 価

（ 評 価 結 果 ）

目 標 の 達 成 に 向 け て 進 展 が あ っ た 。

数 値 目 標 の 達 成 状 況 ）（

－

評 価 及 び 所 見 ）（

１ ． 取 組 み の 改 善

・ 被 保 険 者 等 の 資 格 及 び 標 準 報 酬 の 適 正 な 把 握 に つ い て は 、 前 年 度 と 同 様 の 取 組 み が

実 施 さ れ て い る 。

２ ． 取 組 み と 効 果 の 分 析

・ 社 会 保 険 調 査 官 が 行 う 総 合 調 査 に つ い て は 、 平 成 年 度 と 同 様 、 対 象 と す る 事 業 所15
の 重 点 化 を 行 っ て い る が 、 平 成 年 度 の 調 査 実 績 が 平 成 年 度 実 績 を 下 回 っ て い た15 14
も の の 、 平 成 年 実 績 に つ い て は 、 平 成 年 度 の 実 績 と ほ ぼ 同 様 の 水 準 に ま で 増 加16 14
す る 結 果 と な っ た 。 こ れ に つ い て は 、 各 社 会 保 険 事 務 所 に お い て 調 査 官 総 合 調 査 計

画 数 を 増 加 し 、 積 極 的 な 取 組 み が 行 わ れ た た め で あ る 。

・ 定 時 決 定 時 調 査 に つ い て は 、 重 点 化 が 図 ら れ て い る と こ ろ で あ り 、 調 査 対 象 を 事 務

手 続 き が 不 慣 れ な 事 業 所 等 に 絞 っ た こ と に よ り 調 査 件 数 が 減 少 し た こ と は 、 調 査 に

お け る 効 率 化 ・ 重 点 化 が 進 め ら れ た も の と い え る 。

今 後 の 課 題 等
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○ 引 き 続 き 、 調 査 の 重 点 的 ・ 効 率 的 実 施 等 を 推 進 す る こ と に よ り 、 被 保 険 者 等 の 資

格 及 び 標 準 報 酬 の 適 正 な 把 握 を 促 進 し て い く 必 要 が あ る 。

○ 引 き 続 き 、 総 合 調 査 に つ い て は 、 重 点 的 な 実 施 を 図 り つ つ 、 十 分 な 件 数 の 調 査 を

行 う 必 要 が あ る 。

目 標

１ ． 適 用 事 務 に 関 す る 事 項

（ ４ ） 国 民 年 金 の 歳 到 達 者 の 把 握 及 び 歳 到 達 者 の 完 全 適 用 に よ り 未 加 入 者 の 解20 20
消 を 図 る こ と 。

（ 数 値 目 標 ）

・ 歳 到 達 者 の 完 全 適 用20

主 な 指 標 の 推 移

12 13 14 15 16指 標 名 単 位 Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

20 100 100 100歳 到 達 者 の 適 用 率 ％

届 出 に よ る 歳 到 達 者 の 適 用20
866,726 830,683 603,650 646,259 657,256数 人

20 476,977 464,288 663,259 671,252 630,674歳 到 達 者 の 適 用 数 人

目 標 に 係 る 主 な 取 組 み 及 び 実 績

国 民 年 金 の 20歳 到 達 者 の 把 握 及 び 20歳 到 達 者 の 完 全 適 用 に つ い て は 「 地 方 分 権 の、

推 進 を 図 る た め の 関 係 法 律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 の 施 行 に 伴 う 国 民 年 金 事 務

の 取 扱 い に つ い て （ 通 知 （ 平 成 14年 1月 28日 庁 保 険 発 第 2号 ） 及 び 「 行 政 手 続 き 等 に）」

お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 法 律 等 の 施 行 に 伴 う 20歳 到 達 者 に 対 す る 適 用 勧

奨 に か か る 事 務 の 取 扱 い に つ い て （ 通 知 （ 平 成 15年 3月 7日 庁 保 険 発 第 58 9号 ） に 基）」

づ き 実 施 し て お り 、 国 民 年 金 事 業 の 適 正 な 運 営 を 図 る と と も に 、 国 民 の 年 金 権 を 確 保

す る た め 20歳 到 達 者 の 完 全 適 用 に 努 め た 。

、 （ 「 」 。）具 体 的 に は 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 以 下 住 基 ネ ッ ト と い う

か ら 取 得 し た 20歳 到 達 者 情 報 （ 住 基 ネ ッ ト に 参 加 し て い な い 市 町 村 に つ い て は 、

市 町 村 が 保 有 す る 20歳 到 達 者 情 報 ） 及 び 市 町 村 の 協 力 に よ り 得 ら れ た 在 日 外 国 人

に 係 る 20歳 到 達 者 情 報 と 社 会 保 険 庁 で 保 有 す る 第 二 号 被 保 険 者 情 報 を 突 合 し 、 第

一 号 被 保 険 者 と な る 者 を 把 握 し た 。 把 握 し た 者 に つ い て は 、 文 書 に よ る 加 入 勧 奨

を 行 い 、 加 入 勧 奨 に よ っ て も 届 出 の な い 者 に つ い て は 、 制 度 の 趣 旨 に 則 り 年 金 手

帳 を 作 成 の う え 、 直 接 送 付 し 、 又 は 戸 別 訪 問 に よ り 職 員 が 持 参 し 、 国 民 年 金 制 度

の 意 義 ・ 役 割 を 説 明 し 、 制 度 に 対 す る 理 解 を 求 め る こ と に よ り 、 完 全 適 用 を 行 っ

た 。

な お 、 20歳 到 達 者 の う ち 自 主 的 な 届 出 に よ り 適 用 し た 65万 7千 人 の 保 険 料 納 付 率

は 77.4％ で あ っ た が 、 届 出 が な い た め 職 権 に よ り 適 用 し た 63万 1千 人 の 保 険 料 納 付

率 は 27.7％ に と ど ま っ て い る 。

達 成 状 況 に 係 る 評 価
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（ 評 価 結 果 ）

目 標 を 達 成 し た 。

数 値 目 標 の 達 成 状 況 ）（

歳 到 達 者 の 適 用 率 に つ い て は ％ と な っ て お り 、 完 全 適 用 を 達 成 し て い る 。20 100

評 価 及 び 所 見 ）（

１ ． 取 組 み の 改 善

・ 前 年 度 と 同 様 、 歳 到 達 者 情 報 の 把 握 に 当 た っ て 住 基 ネ ッ ト 等 を 活 用 し 、 文 書 に よ20
る 加 入 勧 奨 を 行 い 、 ま た 、 届 出 の な い 者 に つ い て は 職 権 適 用 を 行 う 等 、 着 実 な 取 組

み に よ り 、 歳 到 達 者 の 把 握 及 び 完 全 適 用 と い う 目 標 そ の も の は 達 成 で き た も の と20
評 価 で き る 。

２ ． 取 組 み と 効 果 の 分 析

・ 適 用 そ の も の に つ い て は 、 住 基 ネ ッ ト の 活 用 、 職 権 適 用 の 実 施 等 に よ り 、 社 会 保 険

庁 に て 把 握 し た 歳 到 達 者 に 対 し て 、 順 調 な 成 果 を 上 げ て い る 。20

今 後 の 課 題 等

○ 引 き 続 き 、 住 基 ネ ッ ト 等 の 活 用 に よ り 、 歳 到 達 者 の 把 握 の た め の 取 組 み を 推 進20
す る 必 要 が あ る 。

目 標

１ ． 適 用 事 務 に 関 す る 事 項

（ ５ ） 国 民 年 金 の 被 保 険 者 種 別 変 更 の 届 書 等 の 適 正 な 届 出 及 び 早 期 提 出 に つ い て 、 被

保 険 者 等 に 的 確 に 周 知 す る と と も に 、 届 出 の 励 行 を 促 進 す る こ と 。

主 な 指 標 の 推 移

12 13 14 15 16指 標 名 単 位 Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

各 種 届 出 の 届 出 遅 れ に

4,933,656 4,905,391 4,555,662 4,233,039 4,009,651係 る 勧 奨 状 送 付 件 数 件

目 標 に 係 る 主 な 取 組 み 及 び 実 績

被 保 険 者 種 別 変 更 の 届 書 等 に 係 る 適 正 な 届 出 及 び 早 期 提 出 の 周 知 に つ い て は 「 国、

民 年 金 事 業 の 推 進 に つ い て （ 通 知 （ 平 成 6年 3月 31日 庁 文 発 第 1411号 ） 等 の 通 知 に 基）」

づ き 実 施 し て お り 、 政 管 健 保 ・ 厚 年 の 新 規 適 用 事 業 所 説 明 会 、 算 定 基 礎 届 説 明 会 な ど

を 活 用 し 、 種 別 変 更 届 及 び 第 三 号 被 保 険 者 に 係 る 届 出 の 周 知 に つ い て 事 業 主 の 協 力 を

求 め 、 事 業 所 向 け 広 報 誌 の 従 業 員 へ の 回 覧 や 退 職 時 の チ ラ シ ・ パ ン フ レ ッ ト の 配 布 な

ど に よ り 、 第 二 号 被 保 険 者 及 び 第 三 号 被 保 険 者 へ の 適 正 な 届 出 及 び 早 期 提 出 の 周 知 に

努 め た 。

ま た 、 平 成 16年 10月 よ り 、 公 共 職 業 安 定 所 と の 連 携 に よ り 、 雇 用 保 険 受 給 者 説 明 会

に お け る 種 別 変 更 の 届 出 周 知 や 届 出 用 紙 の 配 付 等 を 開 始 し た ほ か 、 平 成 16年 度 に お い

て は 、 国 民 年 金 事 務 指 導 員 に よ る 電 話 、 戸 別 訪 問 等 で の 届 出 励 行 や 、 国 民 年 金 委 員 を

活 用 し た 地 域 住 民 へ の 届 出 等 の 広 報 を 行 っ た 。

更 に 、 第 二 号 被 保 険 者 の 資 格 を 喪 失 し た 者 及 び そ の 者 に 扶 養 さ れ て い た 配 偶 者 、 並
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び に 政 管 健 保 の 被 扶 養 者 に 該 当 し な く な っ た 第 三 号 被 保 険 者 に 対 し 、 一 定 期 間 経 過 し

て も 種 別 変 更 の 届 出 が な い 場 合 に は 、 届 出 勧 奨 状 を 送 付 し 、 届 出 の 励 行 に 努 め た 。 な

お 、 平 成 17年 8月 よ り 、 届 出 の 勧 奨 を 行 っ て も な お 届 出 が さ れ な い 場 合 に は 、 職 権 で 第

一 号 被 保 険 者 と し て 種 別 変 更 を 行 っ て い る 。

ま た 「 国 民 年 金 の 第 三 号 被 保 険 者 に 係 る 種 別 変 更 の 届 出 の 適 正 化 」 に つ い て は 、、

平 成 16年 度 に お い て は 、 第 三 号 被 保 険 者 に 対 し て 、 そ の 届 出 方 法 及 び 届 出 義 務 等 に つ

い て 、 事 業 主 等 を 通 じ リ ー フ レ ッ ト 等 の 配 付 に よ る 広 報 を 行 っ た ほ か 、 第 二 号 被 保 険

者 が 退 職 さ れ る 際 に 、 そ の 配 偶 者 で あ る 第 三 号 被 保 険 者 も 種 別 変 更 が 必 要 で あ る こ と

よ う に 協 力 を 求 め た 。を 事 業 主 等 か ら 周 知 す る

さ ら に 平 成 17年 度 に お い て は 、 次 の 対 策 の 実 施 に つ い て 検 討 を 進 め て い る 。

① 国 民 年 金 の 被 保 険 者 資 格 喪 失 後 、 一 定 期 間 を 経 過 し て も 厚 生 年 金 等 へ の 加 入

の 届 出 が な い 者 に 対 す る 通 知

② 国 民 健 康 保 険 加 入 者 の 情 報 を 活 用 し た 未 加 入 者 の 把 握 及 び 届 出 の 励 行

達 成 状 況 に 係 る 評 価

（ 評 価 結 果 ）

目 標 の 達 成 に 向 け て 着 実 な 取 組 み が み ら れ た 。

数 値 目 標 の 達 成 状 況 ）（

－

評 価 及 び 所 見 ）（

１ ． 取 組 み の 改 善

・ 緊 急 対 応 プ ロ グ ラ ム に 基 づ き 、 公 共 職 業 安 定 所 と の 連 携 に よ る 種 別 変 更 の 手 続 き に

つ い て の 周 知 が 図 ら れ て い る 。

・ そ の 他 、 職 権 適 用 の 実 施 、 国 民 年 金 の 被 保 険 者 資 格 喪 失 後 一 定 期 間 を 経 過 し て も 厚

生 年 金 へ の 加 入 届 出 が な い 者 に 対 す る 通 知 と い っ た 取 組 み に つ い て は 、 平 成 年 度17
中 の 実 施 に 向 け た 準 備 が 進 め ら れ て い る 。

２ ． 取 組 み と 効 果 の 分 析

・ 各 種 届 出 の 届 出 遅 れ に 係 る 勧 奨 状 の 送 付 件 数 に つ い て は 、 例 年 減 少 し て き て い る と

こ ろ で あ り 、 届 出 勧 奨 状 の 送 付 、 制 度 の 周 知 を 推 進 し た 効 果 が 着 実 に 現 れ て い る も

の と 考 え ら れ る 。

今 後 の 課 題 等

○ 引 き 続 き 、 緊 急 対 応 プ ロ グ ラ ム に 基 づ き 、 公 共 職 業 安 定 所 等 と の 連 携 に よ る 種 別

変 更 の 届 出 に 関 す る 周 知 を 推 進 す る 必 要 が あ る 。

○ ま た 、 緊 急 対 応 プ ロ グ ラ ム に 基 づ き 、 平 成 年 度 中 に 実 施 す る こ と と し て い る17

① 国 民 年 金 の 被 保 険 者 資 格 喪 失 後 に 一 定 期 間 を 経 過 し て も 厚 生 年 金 等 へ の 加

入 の 届 出 が な い 者 に 対 す る 通 知 、

② 国 民 健 康 保 険 加 入 者 の 情 報 を 活 用 し た 未 加 入 者 の 把 握 及 び 届 出 の 励 行

着 実 に 推 進 し て い く 必 要 が あ る 。等 の 取 組 み に つ い て は 、 適 正 な 実 施 を 図 り 、
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目 標

１ ． 適 用 事 務 に 関 す る 事 項

（ ６ ） 年 金 に 関 す る 被 保 険 者 記 録 に つ い て 、 各 種 届 出 に 基 づ き 、 基 礎 年 金 番 号 に よ り 正

確 に 管 理 す る こ と 。

主 な 指 標 の 推 移

12 13 14 15 16指 標 名 単 位 Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

年 金 手 帳 記 号 番 号 の 調 査 の た め

2,701,591 3,902,863 3,343,119 666,317 1,667,352の 照 会 票 の 送 付 件 数 件

照 会 票 送 付 件 数 の う ち 、 回 答 票

1,802,802 2,672,625 1,685,857 348,590 662,733を 受 付 し た 件 数 件

目 標 に 係 る 主 な 取 組 み 及 び 実 績

基 礎 年 金 番 号 に よ る 被 保 険 者 記 録 の 正 確 な 管 理 に つ い て は 「 基 礎 年 金 番 号 の 実 施 事、

務 の 取 扱 い に つ い て （ 平 成 8年 10月 1 8日 庁 文 発 第 31 5 1号 ） 等 の 通 知 に 基 づ き 実 施 し て」

お り 、 ① 基 礎 年 金 番 号 に よ る 適 正 な 届 出 の 周 知 、 ② 基 礎 年 金 番 号 の 適 正 な 払 出 、 ③ 複 数

の 年 金 手 帳 記 号 番 号 の 計 画 的 整 理 を 実 施 し た 。

「 」 、 、 、① 基 礎 年 金 番 号 に よ る 適 正 な 届 出 の 周 知 に つ い て は 事 業 主 被 保 険 者 等 に 対 し

広 報 誌 等 の 活 用 及 び 新 規 適 用 事 業 所 説 明 会 、 算 定 基 礎 届 説 明 会 な ど に お い て 、 基 礎 年 金

番 号 に よ る 適 正 な 届 出 に つ い て 周 知 を 行 い 、 適 正 な 届 出 に 努 め た 。

ま た 「 ② 基 礎 年 金 番 号 の 適 正 な 払 出 」 に つ い て は 、 基 礎 年 金 番 号 が 被 保 険 者 に 二 重、

に 付 番 さ れ な い よ う 、 社 会 保 険 事 務 所 に 提 出 さ れ た 資 格 取 得 届 に 基 礎 年 金 番 号 の 記 載 が

な い 場 合 に は 、 必 要 に 応 じ て 、 疑 重 複 調 査 確 認 票 に よ り 、 社 会 保 険 事 務 所 か ら 本 人 へ 照

会 し 基 礎 年 金 番 号 の 有 無 の 確 認 を 徹 底 し た 。

更 に 「 ③ 複 数 の 年 金 手 帳 記 号 番 号 の 計 画 的 整 理 」 に つ い て は 、 平 成 9年 1月 の 基 礎 年 金

番 号 導 入 前 は 、 複 数 の 国 民 年 金 及 び 厚 生 年 金 等 の 年 金 手 帳 記 号 番 号 を 有 し て い た こ と か

ら 、 社 会 保 険 業 務 セ ン タ ー に お い て は 、 被 保 険 者 の 年 金 加 入 記 録 を 統 合 す る た め 、 基 礎

年 金 番 号 導 入 前 の 国 民 年 金 及 び 厚 生 年 金 等 の 年 金 手 帳 記 号 番 号 を 基 礎 年 金 番 号 に 登 録 し

て い る 。 こ の 過 去 記 録 の 整 理 に つ い て は 、 平 成 10年 度 か ら 平 成 18年 度 間 で の 計 画 で 計 画

的 に 実 施 し て お り 、 平 成 16年 度 に お い て は 、 実 施 計 画 に 基 づ き 昭 和 28年 4月 2日 か ら 昭 和

35年 4月 1日 ま で に 生 ま れ た 者 の う ち 該 当 者 （ 年 金 手 帳 記 号 番 号 で 管 理 し て い る 平 成 9年 1

月 前 の 年 金 加 入 記 録 の う ち 、 氏 名 ・ 生 年 月 日 ・ 性 別 の ３ 項 目 が 基 礎 年 金 番 号 に 登 録 さ れ

） 、 、て い る 項 目 と 一 致 す る 者 を 対 象 に 年 金 手 帳 記 号 番 号 の 調 査 の た め の 照 会 票 を 送 付 し

回 答 の あ っ た 者 に つ い て 、 そ の 基 礎 年 金 番 号 に 過 去 の 年 金 手 帳 記 号 番 号 を 登 録 す る こ と

に よ り 被 保 険 者 記 録 の 適 正 な 管 理 に 努 め た 。

な お 、 過 去 記 録 の 整 理 に 関 す る 平 成 10年 度 か ら 平 成 16年 度 ま で の 実 施 状 況 は 、 照 会 票

の 送 付 数 が 約 1,4 9 7万 件 。 照 会 に 対 し て 回 答 の あ っ た も の が 、 業 務 セ ン タ ー 及 び 社 会 保

険 事 務 所 受 付 分 合 計 で 約 1,0 6 2万 件 、 こ の う ち 過 去 の 年 金 手 帳 記 号 番 号 が あ り 基 礎 年 金

番 号 に 登 録 し た も の が 約 798万 件 、 他 に 年 金 手 帳 記 号 番 号 は な か っ た も の が 約 264万 件 、

照 会 に 対 し て 回 答 が な か っ た も の 約 385万 件 、 住 所 変 更 等 で 照 会 票 が 届 か な か っ た も の

が 約 50万 件 で あ る 。
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（ ） （ ） 、注 照 会 に 対 し て 回 答 の あ っ た も の の 合 計 件 数 約 1,062万 件 及 び そ の 内 訳 に つ い て は

平 成 17年 5月 に 全 数 調 査 を 行 い 算 出 し た も の で あ る 。

達 成 状 況 に 係 る 評 価

（ 評 価 結 果 ）

目 標 の 達 成 に 向 け て 着 実 な 取 組 み が み ら れ た 。

数 値 目 標 の 達 成 状 況 ）（

－

評 価 に 当 た っ て 着 目 し た 点 ）（

１ ． 取 組 み の 改 善

・ 基 礎 年 金 番 号 に よ る 被 保 険 者 記 録 の 正 確 な 管 理 に つ い て 、 従 来 に 引 き 続 い て 、 届 出 の

周 知 、 基 礎 年 金 番 号 の 計 画 的 整 理 等 の 取 組 み が 進 め ら れ て い る 。

今 後 の 課 題 等

○ 引 き 続 き 、 基 礎 年 金 番 号 導 入 前 の 国 民 年 金 及 び 厚 生 年 金 等 の 年 金 手 帳 記 号 番 号 の 整

理 に つ い て 、 計 画 に 沿 っ て 実 施 し て い く 必 要 が あ る 。

○ 引 き 続 き 、 二 重 付 番 の 完 全 な 防 止 の 達 成 に 向 け 、 対 策 を 推 進 す る 必 要 が あ る 。

目 標

２ ． 保 険 料 等 収 納 事 務 に 関 す る 事 項

（ １ ） 政 府 管 掌 健 康 保 険 事 業 ・ 船 員 保 険 事 業 ・ 厚 生 年 金 保 険 事 業 の 保 険 料 の 納 期 内 納

入 の 励 行 指 導 、 口 座 振 替 の 促 進 等 に よ り 、 保 険 料 及 び 児 童 手 当 の 拠 出 金 の 適 正 な

納 入 を 促 進 す る こ と 。

主 な 指 標 の 推 移

12 13 14 15 16指 標 名 単 位 Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

保 険 料 収 納 率

97.1 96.9 96.8 97.3 97.6（ ）政 府 管 掌 健 康 保 険 ％

97.9 97.6 97.7 97.9 98.2（ 厚 生 年 金 保 険 ） ％

92.5 91.7 91.0 91.1 91.7（ 船 員 保 険 ） ％

口 座 振 替 実 施 率

83.4 81.6 81.3 85.7（ ）政 府 管 掌 健 康 保 険 ％ －

84.9 83.8 83.6 84.3（ 厚 生 年 金 保 険 ） ％ －

64.6 57.6 56.7 56.5（ 船 員 保 険 ） ％ －

目 標 に 係 る 主 な 取 組 み 及 び 実 績

保 険 料 の 適 正 な 納 入 の 促 進 に つ い て は 、 保 険 料 の 納 期 限 内 で の 納 入 を 確 実 な も の と

す る た め 、 各 事 業 所 に 対 し 口 座 振 替 の 促 進 等 に 努 め た 。

具 体 的 に は 、 新 規 適 用 時 に 、 納 期 内 納 入 の 実 施 や 口 座 振 替 の 実 施 を 促 し 、 適 用 後 に

お い て は 、 口 座 振 替 未 実 施 の 事 業 所 に 対 し 、 口 座 振 替 納 付 用 紙 ・ 口 座 振 替 勧 奨 状 を 送
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付 す る と と も に 、 職 員 が 電 話 や 訪 問 に よ り 口 座 振 替 の 実 施 に つ い て の 勧 奨 を 行 い 、 口

座 振 替 事 業 所 の 増 加 に 努 め た 。 こ れ に よ り 、 口 座 振 替 実 施 率 は 、 前 年 度 と 比 較 し て 増

加 し た 。

ま た 、 納 期 内 納 入 に つ い て は 、 広 報 誌 等 の 活 用 や 納 期 内 納 入 に つ い て の 依 頼 文 書 を

納 入 告 知 書 を 送 付 す る 際 に 同 封 す る な ど 、 効 率 的 ・ 効 果 的 な 広 報 に 努 め た 。

平 成 16年 度 の 保 険 料 収 納 率 は 、 前 年 度 を 上 回 っ た 。

、 （ ）、厚 生 年 金 保 険 の 保 険 料 収 納 率 に つ い て は 当 該 年 度 分 99.62% 対 前 年 度 比 0.07%増

過 年 度 分 21.67%（ 対 前 年 度 比 2.61%減 ） と な っ て お り 過 年 度 分 は 前 年 度 を 下 回 っ た も の

の 、 当 該 年 度 と 過 年 度 を 合 わ せ た 保 険 料 収 納 率 は 、 98.24%（ 対 前 年 度 比 0.30%増 ） と 前

年 度 を 上 回 っ た 政 府 管 掌 健 康 保 険 の 保 険 料 収 納 率 に つ い て は 当 該 年 度 分 99.38% 対。 、 （

前 年 度 比 0.0 9 %増 、 過 年 度 分 22 . 6 3 %（ 対 前 年 度 比 1. 0 9 %減 ） と な っ て お り 過 年 度 分 は）

前 年 度 を 下 回 っ た も の の 、 当 該 年 度 と 過 年 度 を 合 わ せ た 保 険 料 収 納 率 は 、 97. 5 8 %（ 対

前 年 度 比 0.31%増 ） と 前 年 度 を 上 回 っ た 。 ま た 、 船 員 保 険 の 保 険 料 収 納 率 に つ い て は 、

当 該 年 度 分 98. 4 4 %（ 対 前 年 度 比 0. 7 4 %増 、 過 年 度 分 19 . 1 4 %（ 対 前 年 度 比 3. 1 8 %増 ） 及）

び 当 該 年 度 と 過 年 度 を 合 わ せ た 保 険 料 収 納 率 は 、 91.73%（ 対 前 年 度 比 0.62%増 ） と 前 年

度 を 上 回 っ た 。

達 成 状 況 に 係 る 評 価

（ 評 価 結 果 ）

目 標 の 達 成 に 向 け て 進 展 が あ っ た 。

数 値 目 標 の 達 成 状 況 ）（

・ 保 険 料 収 納 率 に つ い て は 、 い ず れ の 保 険 事 業 に つ い て も 、 前 年 度 を 上 回 る 実 績 と な

っ た 。

・ 口 座 振 替 実 施 率 に つ い て は 、 船 員 保 険 事 業 を 除 き 、 前 年 度 を 上 回 る 実 績 と な っ た 。

評 価 及 び 所 見 ）（

１ ． 取 組 み の 改 善

・ 保 険 料 の 適 正 な 納 入 の 促 進 に つ い て 、 従 来 に 引 き 続 い て 、

① 新 規 適 用 時 に お け る 納 期 内 納 入 の 実 施 及 び 口 座 振 替 の 実 施 の 勧 奨

② 適 用 後 に お け る

イ ） 口 座 振 替 未 実 施 の 事 業 所 に 対 す る 口 座 振 替 納 付 用 紙 ・ 口 座 振 替 勧 奨 状 の 送 付

ロ ） 職 員 に よ る 電 話 及 び 訪 問 に よ る 口 座 振 替 の 実 施 に つ い て の 勧 奨

③ 広 報 誌 等 の 活 用 、 納 期 内 納 入 に つ い て の 依 頼 文 書 の 納 入 告 知 書 送 付 の 際 の 同 封

等 、 納 期 内 納 入 及 び 口 座 振 替 の 推 進 に 係 る 積 極 的 な 取 組 み が 推 進 さ れ た 。

２ ． 取 組 み と 効 果 の 分 析

・ 従 来 に 引 き 続 い て の 口 座 振 替 の 促 進 に 係 る 取 組 み の 結 果 、 こ れ ま で 低 下 し 続 け て い

た 各 種 保 険 の 口 座 振 替 実 施 率 の う ち 、 政 府 管 掌 健 康 保 険 及 び 厚 生 年 金 保 険 に 係 る も

の に つ い て は 、 前 年 度 に 比 べ 上 昇 す る 結 果 と な っ た こ と は 、 経 済 情 勢 の 回 復 と と も

に 、 こ れ ま で 運 転 資 金 の 確 保 等 の 点 か ら 、 口 座 振 替 を 行 わ な か っ た 事 業 所 の う ち 口

座 振 替 を 実 施 す る も の が 増 加 し た こ と が 考 え ら れ る と と も に 、 従 来 か ら の 取 組 み が

有 効 に 機 能 し た こ と を 示 す も の と 評 価 で き る 。
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・ 保 険 料 収 納 率 に つ い て は 、 い ず れ の 保 険 事 業 に つ い て も 、 総 合 的 に 見 る と 前 年 度 を

上 回 っ て い る が 、 そ の 内 訳 と し て 、 厚 生 年 金 保 険 及 び 政 府 管 掌 健 康 保 険 の 過 年 度 分

に つ い て は 、 前 年 度 を 下 回 る 結 果 と な っ た 。 そ の 要 因 と し て は 、

① 全 喪 事 業 所 分 に つ い て は 、 管 財 人 へ の 交 付 要 求 中 の も の や 収 納 の 見 込 み の な い も の

が 多 く な っ て い る こ と 、

② 現 存 事 業 所 分 に つ い て も 、 滞 納 期 間 が 長 期 化 し 、 滞 納 額 が 増 加 す る 傾 向 に あ り 、 不

良 債 権 化 し て き て い る た め 、 収 納 が 困 難 と な っ て き て い る こ と

等 が 考 え ら れ る 。

今 後 の 課 題 等

○ 引 き 続 き 、 適 正 な 滞 納 事 業 所 の 管 理 及 び 着 実 な 滞 納 処 分 の 実 施 等 に よ り 、 保 険 料

の 適 正 な 納 入 の 促 進 の た め の 取 組 み を 進 め る 必 要 が あ る 。

目 標

２ ． 保 険 料 等 収 納 事 務 に 関 す る 事 項

（ ２ ） 政 府 管 掌 健 康 保 険 事 業 ・ 船 員 保 険 事 業 ・ 厚 生 年 金 保 険 事 業 の 保 険 料 の 納 期 内 納

入 の 励 行 指 導 に お い て 、 保 険 料 等 を 滞 納 す る 事 業 主 （ 船 舶 所 有 者 を 含 む ） に 対。

す る 納 付 の 督 促 及 び 滞 納 処 分 を 確 実 に 実 施 す る こ と 。

主 な 指 標 の 推 移

12 13 14 15 16指 標 名 単 位 Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

20,474 17,223差 押 え 事 業 所 数 事 業 所 17,829 19,715 17,630

目 標 に 係 る 主 な 取 組 み 及 び 実 績

滞 納 事 業 所 に 対 す る 納 付 の 督 促 及 び 滞 納 処 分 に つ い て は 、 滞 納 処 分 実 施 要 綱 や 滞 納

処 分 マ ニ ュ ア ル の 活 用 に よ り 、 保 険 料 滞 納 の 発 生 防 止 の た め の 納 付 督 励 を 行 う と と も

に 、 滞 納 処 分 の 早 期 着 手 等 に よ り 、 保 険 料 収 入 の 確 保 に 努 め た 。

具 体 的 に は 、 新 規 に 口 座 振 替 が 不 能 と な っ た 事 業 所 に つ い て は 、 保 険 料 滞 納 の 発 生

防 止 の た め に 、 速 や か に 電 話 等 納 入 督 励 を 実 施 し 、 納 入 告 知 書 を 再 送 付 す る な ど 新 規

滞 納 事 業 所 を 増 加 さ せ な い よ う 努 め た 。

ま た 、 指 定 期 限 ま で に 納 入 が な い 新 規 滞 納 事 業 所 に 対 し て は 、 電 話 、 事 業 所 へ の 訪

問 、 社 会 保 険 事 務 所 へ の 呼 出 に よ り 、 事 業 主 と 面 談 し 、 未 納 保 険 料 の 収 納 に 努 め る と

と も に 、 納 入 が 遅 れ る 場 合 は 納 付 計 画 を 提 出 さ せ 納 入 の 確 約 を と る な ど 保 険 料 の 確 実

な 収 納 に 努 め た 。

更 に 、 納 付 計 画 不 履 行 と な っ た 事 業 所 や 長 期 ・ 大 口 滞 納 事 業 所 に つ い て 、 取 引 金 融

機 関 や 関 係 官 公 署 に お け る 預 貯 金 、 取 引 先 事 業 所 及 び 不 動 産 等 の 財 産 調 査 を 行 い 、 差

押 予 告 通 知 を 発 出 す る な ど の 納 付 督 励 に 努 め 、 進 展 が な い 事 業 所 に 対 し て は 、 差 押 え

の 実 施 に よ る 確 実 な 滞 納 整 理 に 努 め た 。 特 に 、 長 期 ・ 大 口 滞 納 事 業 所 を 含 め た 納 付 困

難 事 案 等 に つ い て 、 社 会 保 険 事 務 所 の 保 険 料 収 納 対 策 を 支 援 す る た め 、 地 方 社 会 保 険

事 務 局 に 設 置 さ れ た 保 険 料 特 別 徴 収 専 門 官 を 中 心 に 、 地 方 社 会 保 険 事 務 局 と 社 会 保 険

事 務 所 が 一 体 と な っ た 効 果 的 か つ 効 率 的 な 対 策 を 進 め た 。
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ま た 、 各 社 会 保 険 事 務 局 に お い て は 、 徴 収 事 務 研 修 を 開 催 す る な ど 、 徴 収 職 員 の 資

質 向 上 を 図 り 、 保 険 料 収 納 の 確 実 な 確 保 に 努 め る と と も に 、 社 会 保 険 庁 本 庁 職 員 が 当

該 研 修 に 出 向 き 、 指 導 を 行 う な ど 、 地 方 社 会 保 険 事 務 局 の 取 組 を 支 援 し た 。

達 成 状 況 に 係 る 評 価

（ 評 価 結 果 ）

目 標 の 達 成 に 向 け て 着 実 な 取 組 み が み ら れ た 。

数 値 目 標 の 達 成 状 況 ）（

－

評 価 及 び 所 見 ）（

１ ． 取 組 み の 改 善

・ 滞 納 事 業 所 に 対 す る 納 付 の 督 促 及 び 滞 納 処 分 の 推 進 に つ い て 、 従 来 に 引 き 続 い て 、

① 新 た に 口 座 振 替 が 不 能 と な っ た 事 業 所 に 対 す る 電 話 納 入 督 励 、 納 入 告 知 書 の 再 送

付 等

② 新 規 滞 納 事 業 所 の 事 業 主 と の 面 談 、 納 付 計 画 の 提 出 に よ る 納 入 の 確 約 等

③ 納 付 計 画 不 履 行 の 事 業 所 及 び 長 期 ・ 大 口 滞 納 事 業 所 に 対 す る 納 付 督 励 、 差 押 え の

実 施 に よ る 滞 納 整 理 等

等 の 取 組 み が 推 進 さ れ た 。

２ ． 取 組 み と 効 果 の 分 析

・ 差 押 え 実 施 件 数 に つ い て は 、 前 年 度 実 績 を 下 回 る 結 果 と な っ た が 、 そ の 背 景 と し て

は 、 預 貯 金 や 売 掛 金 な ど 最 も 有 効 な 差 押 え を 重 点 的 に 行 っ た こ と が 考 え ら れ る 。

・ 一 方 、 保 険 料 収 納 率 を 見 る と 、 前 述 の ２ （ １ ） に も あ る と お り 、 い ず れ の 保 険 事 業

に つ い て も 、 総 合 的 に 見 る と 前 年 度 を 上 回 っ て い る と こ ろ で あ り 、 納 付 督 励 の 取 組

み が 一 定 の 効 果 を 上 げ て い る も の と 考 え ら れ る 。

今 後 の 課 題 等

○ 引 き 続 き 、 納 付 の 督 励 等 に 係 る 取 組 み を 着 実 に 推 進 し て い く 必 要 が あ る 。

目 標

２ ． 保 険 料 等 収 納 事 務 に 関 す る 事 項

（ ３ ） 国 民 年 金 被 保 険 者 に 対 す る 保 険 料 納 付 督 励 、 口 座 振 替 の 促 進 及 び 強 制 徴 収 の 実 施

な ど に よ り 、 保 険 料 の 確 実 な 収 納 を 図 る こ と 。

（ 数 値 目 標 ）

○ 平 成 １ ９ 年 度 ま で に 保 険 料 納 付 率 を ８ ０ ％ と す る 中 期 目 標 の 達 成 に 向 け て 、 前

年 度 を 上 回 る 保 険 料 納 付 率 と す る こ と 。

○ 前 年 度 を 上 回 る 口 座 振 替 実 施 率 と す る こ と 。

主 な 指 標 の 推 移

12 13 14 15 16指 標 名 単 位 Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

保 険 料 納 付 率

73.0 70.9 62.8 63.4 63.6（ 当 該 年 度 分 ） ％



- 14 -

76.8 74.9 66.4 68.3 68.7（ 過 年 度 分 を 含 む ） ％

37.1 35.2 35.1 37.0口 座 振 替 実 施 率 －％

目 標 に 係 る 主 な 取 組 み 及 び 実 績

国 民 年 金 保 険 料 の 納 付 率 は 、 平 成 7年 度 か ら の 20歳 到 達 者 へ の 職 権 適 用 の 実 施 や 近 年

の 経 済 の 低 迷 に よ る 離 職 者 の 増 加 、 第 １ 号 被 保 険 者 に 占 め る 若 年 層 の 増 加 等 に よ り 、 平

成 4年 度 の 85.7%を ピ ー ク に 年 々 低 下 を 続 け 、 平 成 14年 度 に は 、 免 除 基 準 の 厳 格 化 や 徴 収

体 制 の 変 更 の 影 響 も 加 わ り 、 前 年 度 を 8.1ポ イ ン ト 下 回 る 62.8%と 極 め て 厳 し い 結 果 と な

っ た 。

国 民 年 金 保 険 料 の 確 実 な 収 納 を 図 る こ と に つ い て は 、 平 成 14年 度 の 納 付 率 が 極 め て 厳

、 、 「 」し い 結 果 と な っ た こ と を 重 く 受 け 止 め 平 成 15年 8月 省 内 に 国 民 年 金 特 別 対 策 本 部

を 設 置 し 、 以 降 、 順 次 、 地 方 社 会 保 険 事 務 局 に も 同 本 部 を 設 置 の う え 、 要 因 分 析 を 踏 ま

え た 新 た な 個 別 収 納 対 策 を 実 施 す る と と も に 、 保 険 料 納 付 は 国 民 の 義 務 で あ る と い う 意

識 の 徹 底 を 図 り 、 本 庁 、 地 方 庁 と が 一 体 と な っ て 、 収 納 体 制 の 確 立 に 取 り 組 ん で き た 。

こ の 取 組 の 実 効 を あ げ る た め 、 平 成 16年 10月 に 平 成 19年 度 の 納 付 率 80％ と い う 中 長 期

的 な 目 標 の 達 成 に 向 け て 、 社 会 保 険 事 務 所 毎 に 地 域 特 性 や 未 納 者 特 性 に 応 じ た 年 度 別 、

月 別 の 行 動 目 標 を 設 定 し た 「 国 民 年 金 保 険 料 収 納 に か か る 行 動 計 画 （ ア ク シ ョ ン プ ロ グ

ラ ム 」 を 策 定 し 、 徹 底 し た 進 捗 管 理 に 努 め た 。）

ま た 、 平 成 16年 10月 か ら は 、 市 区 町 村 か ら 未 納 者 の 所 得 情 報 を 得 ら れ る よ う 法 的 な 条

件 が 整 っ た こ と を 受 け 、 こ の 所 得 情 報 を 活 用 し 、 負 担 能 力 が あ り な が ら 納 付 義 務 を 果 た

さ な い 未 納 者 に 対 す る 強 制 徴 収 の 的 確 な 実 施 や 、 免 除 基 準 に 該 当 す る 者 に 対 す る 免 除 制

度 の 周 知 と 届 出 勧 奨 に 取 り 組 ん だ 。

具 体 的 な 収 納 対 策 の 実 施 状 況 に つ い て は 以 下 の と お り 。

(1) 行 動 計 画 の 着 実 な 実 施

催 告 状 の 発 行 、 電 話 に よ る 納 付 督 励 、 戸 別 訪 問 に よ る 納 付 督 励 、 集 合 徴 収 案 内 の 発

行 の 4つ の 基 本 的 な 納 付 督 励 手 法 に つ い て 、 社 会 保 険 事 務 所 ご と に 月 別 の 行 動 目 標 を

定 め た 行 動 計 画 を 策 定 し 、 徹 底 し た 進 捗 管 理 の も と 対 策 に 取 り 組 ん だ 。

そ の 結 果 、 年 度 ト ー タ ル で は 各 納 付 督 励 と も 目 標 を ほ ぼ 達 成 し た が 、 行 動 計 画 の 策

、「 」 、定 と 実 行 が 年 度 後 半 か ら で あ り 量 的 な 達 成 の み に 傾 注 し た 取 組 み と な っ た た め

各 納 付 督 励 間 の 連 携 が 不 十 分 と な る な ど 、 必 ず し も 効 率 的 な 実 施 と は な ら な か っ た 。

(2) 納 付 し や す い 環 境 づ く り

① 平 成 16年 2月 か ら コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア で の 保 険 料 収 納 を 、 ま た 、 平 成 16年 4月

か ら は イ ン タ ー ネ ッ ト や 携 帯 電 話 に よ る 保 険 料 納 付 を 可 能 と し 、 納 付 し や す い 環

境 づ く り に 努 め た 。

② 口 座 振 替 の 推 進 に つ い て は 、 職 員 や 国 民 年 金 推 進 員 等 に よ る 個 別 訪 問 時 で の 積

極 的 な 勧 奨 を 行 う と と も に 、 口 座 振 替 申 出 書 の 受 付 を 社 会 保 険 事 務 所 で も 積 極 的

に 実 施 し た ほ か 、 平 成 17年 4月 か ら 施 行 さ れ た 口 座 振 替 割 引 制 度 に つ い て 各 種 通 知

書 を 利 用 し た 周 知 な ど に よ り 、 口 座 振 替 実 施 率 は 前 年 比 1.9ポ イ ン ト 増 の 37.0％ と

な り 、 前 年 を 上 回 る 目 標 を 達 成 し た 。 口 座 振 替 の 利 用 率 を 高 め る こ と は 、 収 納 の

安 定 に 寄 与 す る ば か り で な く 、 業 務 の 効 率 化 に も 資 す る こ と か ら 、 引 き 続 き よ り
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一 層 の 促 進 に 努 め て い く 。

(3) 免 除 制 度 の 周 知 徹 底

① 平 成 16年 10月 か ら 、 公 共 職 業 安 定 所 と の 連 携 に よ り 、 失 業 者 に 対 す る 雇 用 保 険

受 給 者 説 明 会 等 の 機 会 を 活 用 し て 、 失 業 に よ る 免 除 制 度 に 関 す る 周 知 に 努 め た 。

② 平 成 16年 10月 か ら 、 市 町 村 か ら の 所 得 情 報 の 提 供 が 可 能 と な っ た こ と に よ り 、

順 次 市 町 村 と の 連 携 の も と 、 免 除 基 準 に 該 当 す る と 思 わ れ る 未 納 者 に 対 し て 免 除

制 度 の 周 知 に 努 め た 。

(4) 保 険 料 納 付 意 識 の 徹 底

① 平 成 16年 10月 よ り 、 未 納 者 へ 送 付 す る 催 告 状 に 、 こ れ ま で の 年 金 加 入 状 況 （ 国

民 年 金 、 厚 生 年 金 、 船 員 保 険 へ の 加 入 月 数 ） を 具 体 的 に 明 記 し 、 納 付 済 期 間 を 確

認 い た だ く こ と で 納 付 意 欲 と 制 度 に 対 す る 関 心 の 喚 起 を 図 っ た 。

② 保 険 料 納 付 意 識 の 徹 底 を 図 る た め 、 平 成 17年 2月 に 、 前 年 中 に 納 付 し た 保 険 料

額 の 内 容 に つ い て 「 国 民 年 金 保 険 料 納 付 額 の お 知 ら せ 」 を 発 行 し た 。

な お 、 平 成 17年 度 税 制 改 正 に よ り 、 税 の 申 告 の 際 に 保 険 料 納 付 を 証 明 す る 書 類

の 添 付 が 義 務 づ け ら れ た こ と か ら 、 平 成 17年 度 に お い て は 「 社 会 保 険 料 控 除 証 明、

書 」 と し て 、 年 末 調 整 時 期 で あ る 11月 に 発 行 す る こ と と し て い る 。

③ 保 険 料 の 負 担 能 力 が あ り な が ら 、 納 付 義 務 を 果 た さ ず 、 他 の 被 保 険 者 の 納 付 意

欲 に も 影 響 を 与 え か ね な い 滞 納 者 を 31,497人 選 定 し 、 最 終 催 告 状 を 発 行 し た 。

こ の う ち 、 納 付 に 応 じ な い 3, 6 3 7人 に 督 促 状 を 発 行 し 、 平 成 17年 3月 末 ま で の 時

点 で 110人 に 対 し て 差 押 え を 執 行 し た （ 平 成 17年 4月 以 降 も 、 差 押 え を 実 施 中 ）。 。

(5) 年 金 広 報 及 び 年 金 教 育 の 推 進

① 年 金 制 度 に 対 す る 理 解 を 深 め て も ら う た め に 、 年 金 週 間 （ 11月 6日 ～ 12日 ） に

お い て 、 老 齢 給 付 を 受 け る た め に は 原 則 と し て 25年 間 の 保 険 料 納 付 済 期 間 が 必

要 で あ る こ と な ど 、 年 金 制 度 の 基 礎 的 な 事 項 を あ ら た め て 周 知 す る た め の 広 報

を 実 施 し た 。

ま た 、 年 度 末 に お い て は 、 平 成 17年 4月 か ら 施 行 さ れ る 口 座 振 替 割 引 制 度 な ど

の 改 正 内 容 を 周 知 す る た め の 広 報 を 、 新 聞 な ど 活 字 を 使 用 し た 媒 体 に よ り 実 施

し た 。

② 年 金 教 育 を さ ら に 推 進 す る た め 、 学 校 関 係 者 と の 年 金 教 育 推 進 協 議 会 を 全 て

の 社 会 保 険 事 務 局 に 設 置 し 、 中 学 ・ 高 校 の 教 員 及 び 生 徒 を 対 象 と し た 年 金 セ ミ

ナ ー を 実 施 し た 。

こ れ ら の 対 策 を 行 っ た 結 果 、 平 成 16年 度 の 国 民 年 金 保 険 料 の 納 付 率 は 63.6％ と

な り 、 前 年 度 の 納 付 率 (63.4%)を 上 回 っ た も の の 、 行 動 計 画 上 の 目 標 納 付 率 （ 65.

7 %） に は 及 ば ず 、 中 長 期 的 な 目 標 (平 成 19年 度 に 納 付 率 80% )の 達 成 と い う 観 点 か

ら は 、 相 当 厳 し い 状 況 に あ る 。

こ の た め 、 平 成 17年 度 に お い て は 、 年 金 制 度 の 考 え 方 や 内 容 の 周 知 、 全 て の 業

務 の 基 礎 と な る 記 録 管 理 の 徹 底 を 図 る こ と を 基 本 と し て 、

① 磁 気 媒 体 に よ る 所 得 情 報 の 取 得 に よ り 、 高 所 得 者 に 対 し て は 強 制 徴 収 手 続

を 3万 人 か ら 10万 人 に 拡 大 ・ 強 化 す る 一 方 、 低 所 得 者 に 対 し て は 免 除 制 度 の 周

知 を 徹 底 す る な ど 、 負 担 能 力 や 未 納 期 間 、 年 齢 な ど の 未 納 者 の 属 性 に 応 じ た き
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め 細 や か な 対 策 の 実 施

② 外 部 委 託 の 拡 大 等 に よ る 収 納 対 策 要 員 の 確 保 や 国 民 年 金 推 進 員 の 増 員 に よ

る 体 制 強 化

③ 各 種 納 付 督 励 手 法 の 連 携 を 強 化 し 「 量 」 か ら 「 質 と 量 」 を 重 視 し た 督 励 の、

推 進

な ど に よ り 、 総 力 を 挙 げ て 納 付 率 の 向 上 に 取 り 組 ん で い く こ と と し て い る 。

な お 、 平 成 16年 度 末 ま で の 24ヶ 月 間 の 保 険 料 が 未 納 と な っ て い る 者 は 、 424万

人 と な っ て お り 、 平 成 15年 度 と 比 べ 約 20万 人 減 少 し て い る 。

達 成 状 況 に 係 る 評 価

（ 評 価 結 果 ）

目 標 の 達 成 に 向 け て 着 実 な 取 組 み が み ら れ た 。

数 値 目 標 の 達 成 状 況 ）（

・ 保 険 料 納 付 率 に つ い て は 、 前 年 度 実 績 を 上 回 る 実 績 と な っ た 。

・ 口 座 振 替 実 施 率 に つ い て も 、 前 年 度 実 績 を 上 回 る 実 績 と な っ た 。

評 価 及 び 所 見 ）（

１ ． 取 組 み の 改 善

・ 国 民 年 金 保 険 料 の 納 付 率 が 低 迷 し て い る 問 題 状 況 を 踏 ま え 、

① 中 期 目 標 の 達 成 に 向 け た 「 国 民 年 金 保 険 料 収 納 に か か る 行 動 計 画 （ ア ク シ ョ ン プ

ロ グ ラ ム 」 の 策 定 及 び 進 捗 管 理 等 に よ る 、 計 画 的 な 納 付 督 励 等）

② イ ン タ ー ネ ッ ト ・ 携 帯 電 話 に よ る 保 険 料 納 付 を 可 能 と す る 、 口 座 振 替 を 推 進 す る

等 の 、 納 付 し や す い 環 境 づ く り

③ 雇 用 保 険 受 給 者 説 明 会 等 の 機 会 等 を 活 用 し た 免 除 制 度 の 徹 底

④ 年 金 加 入 状 況 の 通 知 、 差 押 え の 実 施 等 に よ る 保 険 料 納 付 意 識 の 徹 底

⑤ 年 金 広 報 及 び 年 金 教 育 の 推 進

等 の 取 組 み が 進 め ら れ た 。

２ ． 取 組 み と 効 果 の 分 析

・ 数 値 目 標 に つ い て は 、 い ず れ も 前 年 度 実 績 を 上 回 っ て お り 、 納 付 率 の 向 上 に 向 け た 取

組 み の 成 果 が 現 れ て い る と 考 え ら れ る 。

・ し か し な が ら 、 保 険 料 納 付 率 の 実 績 は ． ％ で あ り 、 行 動 計 画 に 掲 げ る 目 標 納 付 率63 6
（ ． ％ ） の 達 成 に は 至 っ て い な い 。 そ の 要 因 と し て は 、 行 動 計 画 の 策 定 と 実 行 が65 7
年 度 後 半 か ら で あ り 、 と か く 「 量 的 」 な 達 成 の み に 傾 注 し た 取 組 み と な っ た た め 、 各

納 付 督 励 間 の 連 携 な ど を 踏 ま え た 「 質 的 な 」 対 応 （ ※ ） が 不 十 分 で あ っ た こ と 等 が 考

え ら れ る 。

（ ※ 負 担 能 力 や 未 納 期 間 、 年 齢 な ど の 未 納 者 の 属 性 や 、 督 励 結 果 を 踏 ま え た 次 の 督

励 へ の 連 携 の 確 立 な ど 、 よ り 効 果 的 ・ 効 率 的 な 納 付 督 励 ）

「 」・ 当 面 の 中 長 期 目 標 と し て 掲 げ た 平 成 年 度 に お い て 納 付 率 を ％ ま で 回 復 さ せ る19 80
と い う 目 標 と 、 こ こ 年 間 ％ で 推 移 し て い る 納 付 状 況 を 対 比 す る と 、 深 刻 な 状 況2 63
は 何 ら 改 善 さ れ て お ら ず 依 然 と し て 極 め て 厳 し い 水 準 に あ る こ と を 重 く 受 け 止 め な け

れ ば な ら な い 。
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今 後 の 課 題 等

○ 今 後 と も 、 保 険 料 の 確 実 な 収 納 を 図 る た め 、

① 年 金 制 度 の 意 義 ・ 役 割 や 重 要 性 に つ い て 広 く 国 民 に 周 知 し 、 制 度 に 対 す る 不 安 を 緩

和 す る こ と 、

② 所 得 情 報 を 活 用 し 未 納 者 の 属 性 に 応 じ た き め 細 や か な 収 納 対 策 を 効 率 的 に 展 開 す る

こ と 、

③ 口 座 振 替 の 利 用 率 を さ ら に 向 上 さ せ 、 新 た な 未 納 を 防 止 し 確 実 な 保 険 料 収 納 を 確 保

す る こ と

な ど の 取 組 み を 進 め 、 早 急 に 納 付 率 を 改 善 基 調 に 乗 せ て い く 必 要 が あ る 。

○ 保 険 料 納 付 率 の 向 上 を 目 指 す に 当 た っ て は 、 い わ ゆ る 「 市 場 化 テ ス ト 」 の モ デ ル 事

業 の 結 果 も 踏 ま え つ つ 「 業 務 改 革 プ ロ グ ラ ム （ 平 成 年 月 日 ） に 基 づ く 「 新、 」 17 9 27
た な 保 険 料 徴 収 モ デ ル 」 の 展 開 等 の 取 組 み を 推 進 し て い く 必 要 が あ る 。 ま た 、 総 務 省

16に よ る 年 金 に 関 す る 行 政 評 価 ・ 監 視 の 結 果 に 基 づ く 第 １ 次 及 び 第 ２ 次 勧 告 平 成「 」（

年 月 及 び 同 年 月 ） に お け る 指 摘 も 踏 ま え る 必 要 が あ る 。10 12

目 標

２ ． 保 険 料 等 収 納 事 務 に 関 す る 事 項

（ ４ ） 国 民 年 金 保 険 料 の 免 除 制 度 等 の 周 知 に 努 め る こ と 。

主 な 指 標 の 推 移

12 13 14 15 16指 標 名 単 位 Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

（ ）免 除 者 数 各 年 度 末 現 在

956,501 989,555 1,027,786 1,062,445 1,092,863法 定 免 除 人

2,741,125 1,761,775申 請 全 額 免 除 人 2,769,809 1,436,907 1,649,462

414,310申 請 半 額 免 除 人 － － 343,953 378,447
3,697,626 3,759,364 2,808,646 3,090,354 3,268,948合 計 人

学 生 納 付 特 例 者 数

1,347,665 1,475,867 1,537,406 1,675,788 1,727,564（ 各 年 度 末 現 在 ） 人

310,616 405,600 565,125追 納 件 数 各 年 度 末 現 在（ ） 件 274,474 325,492

目 標 に 係 る 主 な 取 組 み 及 び 実 績

免 除 制 度 に つ い て は 、 国 民 の 年 金 権 を 確 保 す る と と も に 、 納 付 率 向 上 の た め 、 適 切 に

周 知 し て い く 必 要 が あ る こ と か ら 、 広 報 誌 、 チ ラ シ 、 パ ン フ レ ッ ト 等 に よ る 周 知 広 報 に

努 め た 。

平 成 16年 10月 か ら は 、 市 町 村 か ら 未 納 者 の 所 得 情 報 を 得 ら れ る よ う 法 的 な 条 件 が 整 備

さ れ た こ と か ら 、 こ の 情 報 を 活 用 し 、 免 除 に 該 当 す る に も か か わ ら ず 、 未 申 請 の 未 納 者

に 対 し て 、 個 別 に ダ イ レ ク ト メ ー ル や 電 話 、 戸 別 訪 問 に よ り 免 除 制 度 の 周 知 に 努 め た 。

ま た 、 特 に 失 業 者 の 特 例 免 除 に つ い て 、 公 共 職 業 安 定 所 と の 連 携 に よ り 、 雇 用 保 険 受 給

者 説 明 会 に お け る 免 除 制 度 の 説 明 や 窓 口 に パ ン フ レ ッ ト を 備 え 付 け る な ど に よ る 周 知 徹

底 に 努 め た 。

学 生 納 付 特 例 制 度 に つ い て は 、 上 記 に よ る 周 知 広 報 の ほ か 、 大 学 生 等 に 対 す る 説 明 会
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の 開 催 な ど に よ り 制 度 の 周 知 に 努 め た 。

こ の 結 果 、 申 請 全 額 免 除 者 、 申 請 半 額 免 除 者 及 び 学 生 納 付 特 例 者 に つ い て は 、 平 成 15

年 度 に 比 べ 大 幅 に 増 加 し た 。

な お 、 平 成 16年 年 金 法 改 正 に よ り 創 設 さ れ た 若 年 者 納 付 猶 予 制 度 （ 保 険 料 の 納 付 が 困

難 な 若 年 者 （ 20歳 台 の 第 一 号 被 保 険 者 ） に つ い て 事 後 的 に 納 付 で き る 制 度 、 申 請 免 除）

の 承 認 期 間 の 遡 及 等 が 平 成 17年 4月 か ら 実 施 さ れ る ほ か 、 被 保 険 者 の 負 担 能 力 に 応 じ て

保 険 料 を 納 付 す る こ と が で き る 多 段 階 免 除 制 度 及 び 免 除 申 請 手 続 き の 簡 素 化 が 平 成 18年

7月 に 導 入 さ れ る こ と か ら 、 今 後 、 こ れ ら の 周 知 徹 底 を 図 っ て い く 。

達 成 状 況 に 係 る 評 価

（ 評 価 結 果 ）

目 標 の 達 成 に 向 け て 着 実 な 取 組 み が み ら れ た 。

数 値 目 標 の 達 成 状 況 ）（

－

評 価 及 び 所 見 ）（

１ ． 取 組 み の 改 善

・ 免 除 制 度 、 学 生 納 付 特 例 制 度 等 の 周 知 に つ い て 、 前 年 度 に 引 き 続 い て の 取 組 み が 進 め

ら れ た 。

・ 特 に 、 失 業 者 に 対 す る 特 例 免 除 制 度 の 周 知 及 び 低 所 得 者 へ の 免 除 制 度 の 周 知 に つ い て

は 「 緊 急 対 応 プ ロ グ ラ ム 」 の 内 容 に 基 づ き 、 着 実 な 取 組 み が 進 め ら れ て お り 、 後 者、

に つ い て は 、 新 た に 市 町 村 か ら 提 供 さ れ る 所 得 情 報 が 活 用 さ れ て い る 。

２ ． 取 組 み と 効 果 の 分 析

・ 申 請 全 額 免 除 者 数 、 申 請 半 額 免 除 者 数 及 び 学 生 納 付 特 例 者 数 に つ い て 、 前 年 度 実 績 を

い ず れ も 上 回 っ て お り 、 免 除 制 度 の 周 知 が 着 実 に 進 め ら れ て い る と 考 え ら れ る 。

今 後 の 課 題 等

○ 納 付 率 が 低 調 な 歳 の 職 権 適 用 者 な ど の 若 年 者 に 対 し て 、 平 成 年 月 か ら 実 施20 17 4
さ れ て い る 若 年 者 納 付 猶 予 制 度 、 単 身 世 帯 の 免 除 基 準 の 緩 和 等 に つ い て 、 周 知 を 推 進

す る 必 要 が あ る 。

○ ま た 、 多 段 階 免 除 制 度 及 び 免 除 申 請 手 続 き の 簡 素 化 に つ い て も 、 開 始 が 予 定 さ れ る

平 成 年 月 に 向 け 、 早 期 の 周 知 徹 底 を 進 め る 必 要 が あ る 。18 7

目 標

３ 保 険 給 付 事 務 に 関 す る 事 項

（ １ ） 政 府 管 掌 健 康 保 険 事 業 ・ 船 員 保 険 事 業 に お け る レ セ プ ト 点 検 調 査 、 第 三 者 に 対 す

る 損 害 賠 償 請 求 権 の 行 使 等 を 通 じ て 、 医 療 費 適 正 化 を 推 進 す る

（ 数 値 目 標 ）

・ 前 年 度 の 被 保 険 者 １ 人 当 た り 点 検 効 果 額 を 上 回 る こ と 。

主 な 指 標 の 推 移

12 13 14 15 16指 標 名 単 位 Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ
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レ セ プ ト 内 容 点 検 件 数

（ 過 誤 調 整 確 定 分 ）

958,740 901,381 907,482 904,650 1,083,791政 府 管 掌 健 康 保 険 件

5,778 4,776 4,878 4,882 3,895船 員 保 険 件

被 保 険 者 人 当 た り レ1
セ プ ト 点 検 効 果 額

3,797 3,819 3,919 3,740 3,747政 府 管 掌 健 康 保 険 円

10,090 10,842 10,589 11,186 9,687船 員 保 険 円

目 標 に 係 る 主 な 取 組 み 及 び 実 績

レ セ プ ト 点 検 調 査 及 び 第 三 者 に 対 す る 損 害 賠 償 請 求 権 の 行 使 等 を 通 じ た 医 療 費 適 正 化

の 推 進 に つ い て は 「 診 療 報 酬 明 細 書 等 の 点 検 調 査 に つ い て （ 通 知 （ 平 成 10年 6月 23、 ）」

日 庁 保 険 発 第 11号 ） に 基 づ き 実 施 し て き た が 、 平 成 16年 8月 4日 に 同 通 知 の 改 正 を 行 い 、

レ セ プ ト 点 検 調 査 に つ い て 、 地 方 社 会 保 険 事 務 局 毎 に 目 標 設 定 （ 1人 当 た り 効 果 額 等 ）

を 行 う こ と や レ セ プ ト 点 検 調 査 に 従 事 す る 職 員 へ の 定 期 的 な 研 修 の 実 施 に よ る 資 質 の 向

上 等 を 図 る な ど 、 よ り 一 層 医 療 費 適 正 化 の 推 進 に 努 め た 。

ま た 、 レ セ プ ト 情 報 管 理 シ ス テ ム を 活 用 し 、 特 に 縦 覧 点 検 を 中 心 と す る 内 容 点 検 及 び

外 傷 点 検 の 充 実 強 化 に 努 め た 。

そ の 結 果 、 政 府 管 掌 健 康 保 険 の 被 保 険 者 1人 当 た り の 点 検 効 果 額 は 、 3,747円 （ 対 前 年 度

比 7円 増 ） と 目 標 が 達 成 で き た 。

一 方 、 船 員 保 険 に つ い て は レ セ プ ト 情 報 管 理 シ ス テ ム は 導 入 さ れ て い な い も の の 、 政

府 管 掌 健 康 保 険 と 同 様 に 「 診 療 報 酬 明 細 書 等 の 点 検 調 査 に つ い て （ 通 知 」 に 基 づ き 縦）

覧 点 検 を 中 心 と し た 内 容 点 検 及 び 外 傷 点 検 の 実 施 に 努 め た が 、 平 成 15年 度 に 比 べ 、 9,68

7円 （ 対 前 年 度 比 1,499円 減 ） と 前 年 度 の 1人 当 た り 効 果 額 を 下 回 る 結 果 と な っ た 。

第 三 者 に 対 す る 損 害 保 険 賠 償 請 求 権 の 行 使 に よ る 医 療 費 適 正 化 に つ い て は 、 交 通 事 故

等 に よ り 受 診 し た 場 合 に 、 第 三 者 行 為 傷 病 届 の 届 出 を 社 会 保 険 事 務 所 に 行 う よ う 、 事 業

主 及 び 被 保 険 者 に 対 し て 制 度 の 周 知 に 努 め た 。

さ ら に 、 被 保 険 者 及 び 被 扶 養 者 に 対 し 健 康 に 対 す る 認 識 を 深 め て も ら い 医 療 保 険 事 業

の 健 全 な 運 営 に 資 す る た め 、 昭 和 55年 度 か ら 医 療 費 の 額 の お 知 ら せ を 送 付 し て い る が 、

対 象 と な る レ セ プ ト の 範 囲 を 平 成 15年 度 か ら お お む ね 2ヶ 月 相 当 分 か ら お お む ね 全 て の

レ セ プ ト へ 拡 大 し 実 施 し た （ 平 成 15年 度 は 、 そ の 準 備 に 時 間 を 要 し 、 実 施 が 平 成 16年。

3月 に ず れ 込 ん だ こ と か ら 、 医 療 費 通 知 の 件 数 が 大 幅 に 減 少 し た も の ）。

達 成 状 況 に 係 る 評 価

（ 評 価 結 果 ）

目 標 の 達 成 に 向 け て 進 展 が あ っ た 。

数 値 目 標 の 達 成 状 況 ）（

・ 政 府 管 掌 健 康 保 険 の 被 保 険 者 人 当 た り レ セ プ ト 点 検 効 果 額 に つ い て は 、 前 年 度 の 実1
績 額 を 上 回 る 実 績 と な っ た 。

・ 船 員 保 険 の 被 保 険 者 人 当 た り レ セ プ ト 点 検 効 果 額 に つ い て は 、 前 年 度 の 実 績 額 を 下1
回 る 実 績 と な っ た 。



- 20 -

評 価 及 び 所 見 ）（

１ ． 取 組 み の 改 善

・ 通 知 「 診 療 報 酬 明 細 書 等 の 点 検 調 査 に つ い て 」 の 一 部 改 正 に よ り 、 レ セ プ ト 点 検 調 査

を よ り 効 果 的 ・ 効 率 的 に 実 施 す る た め の 体 制 整 備 が 図 ら れ た 。

・ 政 府 管 掌 健 康 保 険 に つ い て は 、 前 年 度 と 同 様 、 レ セ プ ト 情 報 管 理 シ ス テ ム を 活 用 し た

取 組 み が 実 施 さ れ た 。

・ 第 三 者 に 対 す る 損 害 賠 償 請 求 権 の 行 使 に よ る 医 療 費 適 正 化 に つ い て は 、 従 来 行 わ れ て

き た 求 償 権 の 行 使 に 加 え 、 交 通 事 故 等 に よ り 受 診 し た 場 合 の 第 三 者 行 為 傷 病 届 の 届 出

を 、 社 会 保 険 事 務 所 あ て 行 う よ う 、 事 業 主 及 び 被 保 険 者 に 周 知 す る 取 組 み が 進 め ら れ

た 。

２ ． 取 組 み と 効 果 の 分 析

、 、・ 医 療 費 の 額 の 通 知 に つ い て は 前 年 度 か ら 進 め ら れ て き た 対 象 レ セ プ ト の 拡 大 に よ り

件 数 も 増 加 し 、 健 康 に 対 す る 認 識 の 啓 発 、 医 療 保 険 事 業 の 健 全 な 運 営 に 資 す る 取 組 み

と し て 、 評 価 す べ き と 考 え ら れ る 。

・ 政 府 管 掌 健 康 保 険 に 係 る レ セ プ ト 点 検 件 数 及 び 被 保 険 者 １ 人 当 た り レ セ プ ト 点 検 効 果

、 、 、 、額 は 前 年 度 よ り 若 干 の 増 加 が 見 ら れ 目 標 を 達 成 し て い る が 船 員 保 険 に つ い て は

い ず れ も 前 年 度 の 実 績 を 下 回 っ て お り 、 目 標 を 達 成 し て い な い 。 そ の 要 因 と し て は 、

点 検 対 象 レ セ プ ト 及 び 重 点 点 検 項 目 の 効 果 的 な 選 定 が で き な か っ た こ と が 考 え ら れ 、

よ り 的 確 な 点 検 の 実 施 に 向 け た 工 夫 が 必 要 で あ る と 思 料 さ れ る 。

今 後 の 課 題 等

○ 引 き 続 き 、 レ セ プ ト 情 報 管 理 シ ス テ ム の 活 用 等 を 通 じ た 、 的 確 な レ セ プ ト 点 検 の 実

施 等 に よ る 医 療 費 の 適 正 化 の た め の 取 組 み を 推 進 し て い く 必 要 が あ る 。

目 標

３ 保 険 給 付 事 務 に 関 す る 事 項

（ ２ ） 政 府 管 掌 健 康 保 険 事 業 ・ 船 員 保 険 事 業 に お い て 、 傷 病 手 当 金 等 の 現 金 給 付 の 適 正

化 を 図 る こ と 。

主 な 指 標 の 推 移

12 13 14 15 16指 標 名 単 位 Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

現 金 給 付 費

5,049 4,865 4,652 4,894 5,187政 府 管 掌 健 康 保 険 億 円

76 60 55 56 54船 員 保 険 億 円

被 保 険 者 １ 人 当 た り 支

給 日 数 （ 傷 病 手 当 金 ）

1.64 1.51 1.48 1.38 1.37政 府 管 掌 健 康 保 険 日

7.89 6.44 6.12 6.26 6.24船 員 保 険 日

目 標 に 係 る 主 な 取 組 み 及 び 実 績

傷 病 手 当 金 等 の 現 金 給 付 の 適 正 化 に つ い て は 、 職 員 に よ る 書 面 審 査 、 実 地 調 査 、 負 傷
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原 因 の 調 査 等 の 強 化 を 行 い 、 ま た 、 保 険 給 付 審 査 医 師 、 顧 問 弁 護 士 等 の 専 門 家 を 活 用 す

る こ と な ど に よ り 給 付 の 適 正 化 に 努 め た 。

ま た 、 事 業 主 及 び 被 保 険 者 等 に ホ ー ム ペ ー ジ 等 に よ り 制 度 の 周 知 徹 底 を 図 り 、 適 正 な

届 出 を 促 す ほ か 、 職 員 研 修 の 実 施 、 処 理 マ ニ ュ ア ル や 実 施 要 綱 な ど を 活 用 し 職 員 の 資 質

向 上 に 努 め 、 給 付 の 適 正 化 に 努 め た 。

な お 、 平 成 16年 度 の 現 金 給 付 費 が 前 年 度 に 比 べ 293億 円 増 加 し た 主 な 要 因 は 、 平 成 15

年 4月 か ら 被 保 険 者 本 人 負 担 が 2割 か ら 3割 に 引 き 上 げ ら れ た こ と に 伴 い 、 高 額 療 養 費 分

の 支 給 が 増 加 し た 影 響 が 平 成 15年 度 、 平 成 16年 度 に わ た っ て 生 じ て い る こ と に よ る も の

で あ る 。

（ 備 考 ）

健 康 保 険 の 被 保 険 者 等 が 病 気 や け が の 療 養 の た め 仕 事 を 休 み 給 料 を 受 け ら れ な い な ど 、

次 の 4つ の 条 件 を 満 た し た 時 に は 、 傷 病 手 当 金 が 支 給 さ れ る 。

・ 病 気 、 け が で 療 養 中 で あ る こ と

・ 仕 事 に つ け な い こ と （ 労 務 不 能 ）

・ 4日 以 上 仕 事 を 休 む こ と

・ 給 与 を 受 け ら れ な い こ と

達 成 状 況 に 係 る 評 価

（ 評 価 結 果 ）

目 標 の 達 成 に 向 け て 着 実 な 取 組 み が み ら れ た 。

数 値 目 標 の 達 成 状 況 ）（

－

評 価 及 び 所 見 ）（

１ ． 取 組 み の 改 善

・ 傷 病 手 当 金 等 の 現 金 給 付 の 適 正 化 に 向 け 、 従 来 に 引 き 続 き 、

① 職 員 に よ る 書 面 審 査 、 実 地 調 査 及 び 負 傷 原 因 の 調 査 等 の 強 化 や 、 保 険 給 付 審 査 医

師 、 顧 問 弁 護 士 等 の 専 門 家 を 活 用 す る こ と な ど に よ る 給 付 の 適 正 化

② 事 業 主 及 び 被 保 険 者 等 に 対 す る 、 ホ ー ム ペ ー ジ 等 に よ る 制 度 の 周 知 徹 底

③ 職 員 研 修 の 実 施 、 処 理 マ ニ ュ ア ル や 実 施 要 綱 な ど を 活 用 し た 職 員 の 資 質 向 上

の 取 組 み が 実 施 さ れ て い る 。

２ ． 取 組 み と 効 果 の 分 析

・ 政 府 管 掌 健 康 保 険 の 現 金 給 付 費 に つ い て は 、 前 年 度 実 績 に 比 べ 増 加 し て い る が 、 そ

の 要 因 と し て は 、 一 部 負 担 金 が 割 と な っ た こ と に 伴 い 、 高 額 療 養 費 に つ い て も 増 加3
し た こ と が 考 え ら れ る 。 一 方 、 船 員 保 険 の 現 金 給 付 費 に つ い て は 、 過 去 ３ 年 、 横 ば い

の 状 況 に あ る と い え る 。

・ 被 保 険 者 １ 人 当 た り の 支 給 日 数 に つ い て は 短 縮 さ れ る 傾 向 に あ り 、 適 正 化 の 取 組 み

が 着 実 に 進 め ら れ て い る も の と 考 え ら れ る 。

今 後 の 課 題 等
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○ 引 き 続 き 、 適 正 な 現 金 給 付 を 行 う た め の 取 組 み を 推 進 し て い く 必 要 が あ る 。

○ 請 求 書 を 受 け 付 け て か ら 、 支 給 決 定 通 知 書 が 請 求 者 に 届 く ま で の 処 理 日 数 を 定 め た

サ ー ビ ス ス タ ン ダ ー ド （ 平 成 年 度 よ り 新 た に 実 施 ） を 着 実 に 実 施 し 、 迅 速 な 手 続17
き を 進 め る 必 要 が あ る 。

目 標

３ 保 険 給 付 事 務 に 関 す る 事 項

（ ３ ） 船 員 保 険 事 業 に お け る 失 業 保 険 金 の 支 給 の 適 正 化 を 図 る こ と 。

主 な 指 標 の 推 移

12 13 14 15 16指 標 名 単 位 Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

31,880 29,244 30,193 22,387 15,984失 業 保 険 金 受 給 者 数 人

75 67 68 47 31失 業 保 険 金 給 付 費 億 円

579 572 579 486 362失 業 保 険 金 受 給 者 調 査 件 数 件

目 標 に 係 る 主 な 取 組 み 及 び 実 績

船 員 保 険 に お け る 失 業 保 険 金 の 支 給 の 適 正 化 に つ い て は 、 失 業 保 険 金 不 正 受 給 防 止 啓

発 強 化 月 間 を 7月 （ 地 方 社 会 保 険 事 務 局 及 び 社 会 保 険 事 務 所 の 実 状 に 応 じ 、 最 も 有 効 と

認 め ら れ る 実 施 時 期 に 適 宜 調 整 可 ） と 設 定 （ 平 成 16年 6月 29日 庁 文 発 第 O629001号 ） し 、

地 方 運 輸 局 等 と の 連 携 に よ る 受 給 者 実 地 調 査 を 集 中 的 に 実 施 す る と と も に 、 受 給 者 及 び

船 舶 所 有 者 に リ ー フ レ ッ ト を 配 布 し 、 船 員 保 険 の 失 業 保 険 制 度 の 周 知 徹 底 を 図 る な ど 、

一 層 の 給 付 の 適 正 化 に 努 め た 。

達 成 状 況 に 係 る 評 価

（ 評 価 結 果 ）

目 標 の 達 成 に 向 け て 着 実 な 取 組 み が み ら れ た 。

数 値 目 標 の 達 成 状 況 ）（

－

評 価 及 び 所 見 ）（

１ ． 取 組 み の 改 善

・ 船 員 保 険 に お け る 失 業 保 険 金 の 支 給 の 適 正 化 に 向 け 、 従 来 に 引 き 続 い て の 取 組 み が 実

施 さ れ て い る 。

２ ． 取 組 み と 効 果 の 分 析

・ 失 業 保 険 受 給 者 に 対 す る 調 査 件 数 が 、 平 成 年 度 に 引 き 続 い て 減 少 傾 向 に あ る が 、15
こ れ は 、 失 業 保 険 の 給 付 金 額 、 給 付 件 数 の 減 少 に よ る も の で あ る 。

今 後 の 課 題 等

○ 引 き 続 き 、 リ ー フ レ ッ ト の 配 布 等 に よ る 周 知 を 行 う 等 、 失 業 保 険 金 の 適 正 な 支 給 を

推 進 す る 必 要 が あ る 。

目 標
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３ 保 険 給 付 事 務 に 関 す る 事 項

（ ４ ） 厚 生 年 金 保 険 事 業 ・ 国 民 年 金 事 業 に お い て 、 年 金 給 付 は 適 正 に 決 定 し 、 支 給 す

る こ と 。

主 な 指 標 の 推 移

12 13 14 15 16指 標 名 単 位 Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

年 金 給 付 費

191,544 196,228 203,466 208,140 215,380厚 生 年 金 億 円

84,744 93,633 102,494 110,735 118,118基 礎 年 金 億 円

26,454 25,133 23,819 22,293 20,888国 民 年 金 億 円

627 500 391 296 224老 齢 福 祉 年 金 億 円

目 標 に 係 る 主 な 取 組 み 及 び 実 績

年 金 の 適 正 な 決 定 ・ 給 付 に つ い て は 、 年 金 の 裁 定 請 求 書 受 付 時 に お い て 、 添 付 書 類

な ど の 書 類 審 査 を 行 い 、 裁 定 請 求 書 に 記 載 さ れ た 職 歴 及 び 添 付 さ れ た 他 制 度 の 被 保 険

者 記 録 と 当 庁 が 保 有 し て い る 被 保 険 者 記 録 と を 突 合 す る な ど 、 被 保 険 者 記 録 を 的 確 に

確 認 し 、 添 付 さ れ た 資 料 及 び 証 明 書 に 基 づ き 、 加 給 年 金 又 は 加 算 額 対 象 者 の 審 査 を 行

っ た 。 障 害 給 付 に あ っ て は 、 添 付 さ れ た 診 断 書 等 に 基 づ き 、 障 害 等 級 の 認 定 を 行 い 、

ま た 、 遺 族 給 付 に あ っ て は 、 生 計 維 持 や 婚 姻 関 係 等 の 受 給 資 格 要 件 に つ い て 必 要 に 応

じ て 実 地 調 査 す る な ど 、 年 金 の 裁 定 を 適 正 か つ 遅 滞 な く 行 う よ う に 努 め た 。 更 に 、 よ

り 迅 速 な 裁 定 処 理 を 目 指 す た め 、 裁 定 請 求 書 を 受 理 し て か ら 年 金 証 書 が 請 求 者 に 届 く

ま で の 期 間 に つ い て サ ー ビ ス ス タ ン ダ ー ド を 設 定 し 、 平 成 17年 度 か ら 導 入 す る こ と を

決 定 し た 。

ま た 、 年 金 の 裁 定 後 も 、 就 労 に よ る 年 金 の 支 給 停 止 、 他 年 金 や 失 業 給 付 等 と の 併 給

調 整 、 現 況 届 に よ る 生 存 確 認 及 び 「 老 齢 厚 生 年 金 受 給 者 の 現 況 届 を 活 用 し た 適 用 の 適

正 化 及 び 年 金 給 付 の 適 正 化 に つ い て （ 平 成 15年 10月 1 4日 庁 文 発 第 10 1 4 0 0 3号 ） に 基」

づ き 現 況 届 を 活 用 し た 就 労 実 態 の 把 握 ・ 届 出 の 励 行 な ど を 実 施 し 、 年 金 の 給 付 を 適 正

か つ 遅 滞 な く 行 う よ う に 努 め た 。

、 、 、な お 社 会 保 険 庁 に お い て は 平 成 15年 6月 に 公 表 し た 年 金 給 付 誤 り を 契 機 と し て

加 給 年 金 や 振 替 加 算 を 加 算 又 は 停 止 す る 仕 組 み に 誤 り が な い か 等 の 観 点 か ら 、 年 金 給

付 シ ス テ ム の 総 点 検 を 行 っ た 。

そ の 結 果 、 プ ロ グ ラ ム 誤 り 、 事 務 処 理 誤 り 及 び 届 出 漏 れ を 原 因 と す る 給 付 誤 り 全 27

事 象 が 判 明 し 、 平 成 17年 4月 に そ の 全 容 を 公 表 し た 。

こ の う ち 、 プ ロ グ ラ ム 誤 り に つ い て は 、

① 基 本 設 計 書 の 策 定 へ の 指 示 を 的 確 に 行 う た め の （ シ ス テ ム へ の ） 影 響 範 囲 の 確 認

・ 検 証 作 業 に お い て す べ て を 確 認 し き れ な か っ た こ と に よ り 、 必 要 と さ れ る シ ス テ

ム 開 発 仕 様 の 内 容 を 漏 ら す 又 は 誤 る と い っ た 状 況 を 惹 き 起 こ し て い た こ と 。

② 従 来 2年 前 後 で 定 期 的 に 人 事 異 動 が 行 わ れ 、 シ ス テ ム 分 野 、 特 に 制 度 の 内 容 と シ

ス テ ム と の 関 連 を 把 握 し て い る 専 門 的 人 材 を 計 画 的 に 育 成 し て こ な か っ た こ と 。

③ 法 律 や 政 省 令 な ど 制 度 面 で の 仕 様 確 定 を 待 た な け れ ば シ ス テ ム 開 発 仕 様 は 確 定 で

き な い が 、 そ の 決 定 が 遅 れ 、 十 分 な 検 討 及 び 開 発 期 間 が 確 保 さ れ て な か っ た こ と 。
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が そ の 要 因 と し て 挙 げ ら れ 、 事 務 処 理 誤 り に つ い て は 、 頻 繁 で 、 大 幅 な 制 度 改 正 に よ

る 事 務 処 理 内 容 の 複 雑 化 及 び そ の 内 容 の 周 知 期 間 が 短 く 、 制 度 内 容 と 事 務 処 理 の 関 連

性 に つ い て 理 解 不 足 が 生 じ 、 関 連 す る 情 報 を 漏 れ な く 収 録 ・ 確 認 す べ き と こ ろ を 誤 認

し た こ と 等 が 要 因 と し て 挙 げ ら れ た 。

こ れ に 対 し 、 社 会 保 険 庁 と し て 主 体 的 に 年 金 給 付 誤 り の 再 発 防 止 に 取 り 組 む 必 要 が

あ る こ と か ら 、 平 成 15年 12月 に 取 り ま と め た 再 発 防 止 策 に 加 え 、 平 成 17年 4月 に 新 た

な 再 発 防 止 策 を と り ま と め 、

① 制 度 改 正 等 に よ る シ ス テ ム 開 発 の 影 響 範 囲 の 洗 い 出 し 方 法 の 改 善 を 行 う と と も

に 、 シ ス テ ム 開 発 委 託 先 に 対 す る 指 示 を 文 書 に よ る よ う 徹 底 す る 。

② シ ス テ ム 開 発 に お け る 人 数 ・ ス キ ル 不 足 の 解 消 の た め 、 シ ス テ ム の 最 適 化 計 画 の

中 で 専 門 家 の 確 保 、 養 成 等 の 抜 本 的 な 体 制 整 備 を 行 う 。

③ 事 務 マ ニ ュ ア ル の 充 実 ・ 改 善 、 職 員 研 修 の 充 実 を 図 る と と も に 、 機 械 処 理 に な じ

む 事 務 は シ ス テ ム に 取 り 込 ん で い く 。

等 の 措 置 を 講 じ て い く こ と と し た 。

ま た 、 年 金 受 給 者 に 影 響 を 及 ぼ す 恐 れ の あ る 事 象 に つ い て 早 期 に 発 見 し 、 対 応 し て

い く た め に 、 社 会 保 険 オ ン ラ イ ン シ ス テ ム ・ サ ー ベ イ ラ ン ス 委 員 会 の 設 置 を 検 討 す る

こ と と し た 。

年 金 の 支 給 誤 り は あ っ て は な ら な い も の で あ り 、 今 後 は 、 各 般 の 再 発 防 止 対 策 を 講

じ る と と も に 、 シ ス テ ム 開 発 管 理 体 制 （ い わ ゆ る Ｉ Ｔ ガ バ ナ ン ス ） の 強 化 を 図 り 、 再

発 の 防 止 に 取 り 組 ん で い く こ と と し て い る 。

※ 「 社 会 保 険 オ ン ラ イ ン シ ス テ ム ・ サ ー ベ イ ラ ン ス 委 員 会 」 と は 、 給 付 誤 り に 対 し

て 早 期 に 対 応 し 公 表 す る こ と に 加 え 、 給 付 誤 り を 未 然 に 又 は 最 小 限 に 防 止 す る 観 点 か

ら 、 年 金 受 給 者 に 影 響 を 及 ぼ す 事 象 等 が な い か 継 続 的 に 調 査 監 視 す る こ と に よ り 、 早

期 に 発 見 し 、 対 処 す る も の で あ る 。

（ 参 考 ） こ れ ま で に 公 表 し た 給 付 誤 り の 対 象 者 数 等 （ 平 成 17年 4月 1日 時 点 ）

① 過 払 い 対 象 者 数 、 金 額

約 22,300人 、 約 91億 1,500万 円

② 未 払 い 対 象 者 数 、 金 額

約 45,400人 、 約 288億 9,400万 円

③ 過 払 い 、 未 払 い の 判 明 し て い な い 対 象 者 数

約 12,000人

達 成 状 況 に 係 る 評 価

（ 評 価 結 果 ）

目 標 の 達 成 に 向 け て 着 実 な 取 組 み が み ら れ た 。

数 値 目 標 の 達 成 状 況 ）（

－
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評 価 及 び 所 見 ）（

１ ． 取 組 み の 改 善

・ 年 金 の 適 正 な 決 定 ・ 給 付 に 係 る 取 組 み と し て 、 従 来 と 同 様 の 書 類 審 査 等 に 際 し て の

調 査 等 の 実 施 に 加 え 、 裁 定 請 求 書 の 受 理 か ら 年 金 証 書 の 到 達 ま で の 期 間 に 係 る サ ー

ビ ス ス タ ン ダ ー ド の 平 成 年 度 か ら の 導 入 が 決 定 さ れ 、 迅 速 な 支 給 決 定 に 向 け た17
取 組 み が 進 め ら れ て お り 、 評 価 で き る 。

・ 加 給 年 金 や 振 替 加 算 を 加 算 又 は 停 止 す る 仕 組 み に 誤 り が な い か ど う か 等 の 観 点 か

ら 、 年 金 給 付 シ ス テ ム の 総 点 検 を 実 施 し た 。 そ の 結 果 と し て 、 総 点 検 で 判 明 し た 過

去 の プ ロ グ ラ ム 誤 り 、 事 務 処 理 誤 り 及 び 届 出 漏 れ を 原 因 と す る 給 付 誤 り 全 事 象27
に つ い て 、 全 容 を 平 成 年 月 に 公 表 す る と と も に 、 そ こ で 見 い だ さ れ た 問 題 に つ17 4
い て 、 再 発 防 止 策 の 取 り ま と め や 、 社 会 保 険 オ ン ラ イ ン シ ス テ ム ・ サ ー ベ イ ラ ン ス

委 員 会 の 設 置 の 検 討 （ ※ ） 等 を 実 施 す る な ど 、 今 後 の 業 務 の 改 善 に 向 け た 体 制 の 整

備 に つ な が っ て お り 、 評 価 で き る 。

（ ※ 平 成 年 月 日 に 設 置 済 ）17 6 24

今 後 の 課 題 等

○ 年 金 の 給 付 誤 り の 再 発 を 防 止 す る た め 、 平 成 年 月 に 新 た に 取 り ま と め た 再17 4
発 防 止 策 を 着 実 に 実 施 す る と と も に 、 社 会 保 険 オ ン ラ イ ン シ ス テ ム ・ サ ー ベ イ ラ ン

ス 委 員 会 の 調 査 監 視 に よ る 早 期 発 見 に 努 め 、 過 払 額 の 最 小 限 化 を 図 る 必 要 が あ る 。

○ 裁 定 請 求 書 を 受 け 付 け て か ら 、 年 金 証 書 が 請 求 者 に 届 く ま で の 処 理 日 数 を 定 め た

サ ー ビ ス ス タ ン ダ ー ド （ 平 成 年 度 よ り 新 た に 実 施 ） を 着 実 に 実 施 し 、 迅 速 な 手17
続 き を 進 め る 必 要 が あ る 。

目 標

３ 保 険 給 付 事 務 に 関 す る 事 項

（ ５ ） 厚 生 年 金 保 険 事 業 ・ 国 民 年 金 事 業 に お い て 、 年 金 受 給 権 者 に 対 し 、 適 正 な 届 出

の 周 知 等 を 確 実 に 行 う こ と 。

主 な 指 標 の 推 移

12 13 14 15 16指 標 名 単 位 Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

年 金 受 給 者 あ て パ ン フ

レ ッ ト 送 付 数 （ 新 規 裁

1,902,005 1,999,370 2,060,040 2,152,893 2,076,059定 者 送 付 分 ） 部

新 規 受 給 者 説 明 会 開 催

2,781 2,748 3,065 3,173 3,110回 数 回

新 規 受 給 者 説 明 会 参 加

271,388 302,735 329,652 315,600 299,552者 数 人

目 標 に 係 る 主 な 取 組 み 及 び 実 績

年 金 受 給 者 に 対 す る 適 正 な 届 出 の 周 知 に つ い て は 、 年 金 給 付 の 適 正 化 を 図 る た め 、

、 、 、 。資 格 取 得 届 死 亡 届 等 各 種 届 出 の 励 行 の 周 知 等 に よ り 年 金 の 過 払 い 防 止 に 努 め た

具 体 的 に は 、 年 金 の 新 規 裁 定 者 (2, 0 7 6 , 0 5 9人 )全 員 に 対 し て 年 金 証 書 を 送 付 す る 際
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に 、 年 金 を 受 け る に 当 た っ て 知 っ て お い て い た だ き た い こ と や 今 後 必 要 な 届 出 ・ 手 続

き に つ い て 記 載 し た パ ン フ レ ッ ト を 同 封 す る こ と で 、 適 正 な 届 出 の 周 知 等 に 努 め た 。

ま た 、 新 規 受 給 者 に 対 し て 年 金 制 度 に 関 す る 基 礎 知 識 な ど を 周 知 す る た め の 説 明 会

を 実 施 し 、 適 正 な 届 出 の 周 知 等 に 努 め た 。

な お 、 新 規 受 給 者 に 対 す る 説 明 会 は 新 規 裁 定 者 数 が 減 少 し た こ と か ら 、 参 加 者 数 は

前 年 度 と 比 較 し て 減 少 し た 。 ま た 、 開 催 回 数 に つ い て は 説 明 会 場 の 収 容 人 数 を 増 や し

開 催 回 数 を 減 ら す な ど 昨 年 よ り 効 率 的 な 実 施 を 行 っ て い る 一 部 の 社 会 保 険 事 務 所 が あ

っ た こ と 等 か ら 、 開 催 回 数 は 昨 年 を 若 干 下 回 っ て い る が 、 前 年 と 同 様 の 取 り 組 み を 行

っ た と こ ろ で あ る 。

今 後 も 引 き 続 き 適 正 な 届 出 の 周 知 等 に 努 め 、 年 金 の 過 払 い や 未 払 い 防 止 に 努 め て い

く こ と と し て い る 。

達 成 状 況 に 係 る 評 価

（ 評 価 結 果 ）

目 標 の 達 成 に 向 け て 着 実 な 取 組 み が み ら れ た 。

数 値 目 標 の 達 成 状 況 ）（

－

評 価 及 び 所 見 ）（

１ ． 取 組 み の 改 善

・ 年 金 受 給 者 に 対 し 適 正 な 届 出 の 周 知 を 行 い 、 年 金 給 付 の 適 正 化 を 図 る た め 、 新 規 裁

定 者 全 員 に 対 す る パ ン フ レ ッ ト の 送 付 や 、 社 会 保 険 事 務 所 に お け る 説 明 会 の 実 施 と

い っ た 取 組 み が 進 め ら れ た 。

２ ． 取 組 み と 効 果 の 分 析

・ 新 規 受 給 者 説 明 会 開 催 回 数 の 減 少 に つ い て は 、 一 部 の 社 会 保 険 事 務 所 に お い て 、 説

明 会 場 の 収 容 人 数 を 増 や す な ど の 取 組 み を 行 っ て い る こ と が 要 因 で あ り 、 効 率 的 な

運 営 が 図 ら れ て い る こ と は 評 価 す べ き で あ る と 考 え ら れ る 。

今 後 の 課 題 等

○ 引 き 続 き 、 年 金 受 給 者 に 対 す る 適 正 な 届 出 の 周 知 徹 底 の 取 組 み を 確 実 に 実 施 し て

い く 必 要 が あ る 。

○ 引 き 続 き 「 緊 急 対 応 プ ロ グ ラ ム 」 に 基 づ い て 、 申 請 書 類 等 を 記 入 し や す く し 、、

記 載 す べ き 内 容 が わ か り や す い も の と す る た め 、 年 金 受 給 者 等 の 視 点 に 立 っ て 各 種

申 請 書 類 等 の 見 直 し を 進 め る 必 要 が あ る 。

目 標

４ ． 保 健 事 業 及 び 福 祉 施 設 事 業 に 関 す る 事 項

（ １ ） 政 府 管 掌 健 康 保 険 事 業 ・ 船 員 保 険 事 業 に お い て 、 生 活 習 慣 病 予 防 健 診 事 業 を 効

果 的 に 実 施 す る と と も に 、 そ れ に 基 づ く 事 後 指 導 等 の 事 業 を 適 切 か つ 効 率 的 に 実

施 す る こ と 。

主 な 指 標 の 推 移
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12 13 14 15 16指 標 名 単 位 Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

健 診 実 施 者 数

3,165,777 3,195,926 3,231,045 3,137,157 3,479,084政 府 管 掌 健 康 保 険 人

22,199 21,006 19,979 19,987 19,051船 員 保 険 人

事 後 指 導 実 施 者 数

407,446 431,599 448,031 450,654 501,900（ 政 府 管 掌 健 康 保 険 ） 人

健 診 実 施 割 合

29.1 29.7 30.6 30.2 33.4政 府 管 掌 健 康 保 険 ％

35.5 36.6 37.8 40.5 41.7船 員 保 険 ％

30.3 32.2 32.1 33.3 32.9事 後 指 導 実 施 割 合 ％

目 標 に 係 る 主 な 取 組 み 及 び 実 績

政 管 健 保 及 び 船 員 保 険 の 被 保 険 者 等 の 健 康 の 保 持 増 進 等 を 図 る た め 実 施 す る 生 活 習

、 、慣 病 予 防 健 診 事 業 に あ っ て は 平 成 16年 4月 8日 庁 保 発 第 0408001号 等 の 通 知 に 基 づ き

実 施 し て お り 、 チ ラ シ ・ パ ン フ レ ッ ト 等 を 利 用 し た 広 報 等 に よ り 被 保 険 者 等 の 受 診 の

勧 奨 及 び 被 保 険 者 が 受 診 す る 健 診 実 施 機 関 で 適 切 な 健 診 が 行 わ れ る よ う 健 診 実 施 機 関

の 監 査 ・ 指 導 の 実 施 に 努 め 、 健 診 受 診 者 の 増 に 努 力 し 、 健 診 受 診 者 は 341 , 9 2 7人 の 増

と な っ た が 、 依 然 と し て 健 診 実 施 割 合 は 30％ 台 に と ど ま っ て い る 状 況 で あ る 。

平 成 17年 度 に お い て は 、 健 診 単 価 の 引 き 下 げ を 行 い 、 よ り 多 く の 被 保 険 者 等 が 受 診

で き る よ う 措 置 し て い る と こ ろ で あ る 。

な お 、 平 成 17年 3月 に 保 健 事 業 に 関 す る ア ン ケ ー ト を 実 施 し 、 健 診 に 対 す る ニ ー ズ

調 査 も 実 施 し た 結 果 、 健 診 対 象 者 の う ち 約 53.3％ の 者 が 健 診 を 希 望 し て い る 結 果 で あ

っ た 。

こ れ を 踏 ま え 、 当 面 、 健 診 単 価 の 見 直 し 、 健 診 予 算 の 増 等 に よ り 確 実 に 実 施 率 を 増

加 さ せ る こ と と し て い る 。

ま た 、 健 診 を よ り 効 果 的 な も の に す る た め に は 、 健 診 結 果 に 基 づ く 生 活 改 善 指 導 を

行 う こ と が 必 要 で あ る こ と か ら 、 保 健 師 に よ る 電 話 、 文 書 、 事 業 所 訪 問 等 の 手 段 に よ

、 。る 事 後 指 導 の 充 実 に 努 め 事 後 指 導 実 施 者 数 は 対 前 年 度 に 比 べ 51,246人 の 増 と な っ た

達 成 状 況 に 係 る 評 価

（ 評 価 結 果 ）

目 標 の 達 成 に 向 け て 着 実 な 取 組 み が み ら れ た 。

数 値 目 標 の 達 成 状 況 ）（

－

評 価 及 び 所 見 ）（

１ ． 取 組 み の 改 善

・ 生 活 習 慣 病 予 防 健 診 事 業 の 推 進 に つ い て 、 従 来 と 同 様 、 被 保 険 者 の 受 診 の 勧 奨 、 健

診 実 施 機 関 の 監 査 ・ 指 導 の 取 組 み が 実 施 さ れ た 。

・ ア ン ケ ー ト 及 び ニ ー ズ 調 査 の 実 施 に よ り 、 健 診 に つ い て の ニ ー ズ を 把 握 す る 試 み が

と ら れ て お り 、 よ り 受 診 者 の 意 見 を 反 映 し た 健 診 を 進 め る 上 で 、 効 果 が あ る も の と
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評 価 で き る 。

２ ． 取 組 み と 効 果 の 分 析

・ 実 績 と し て は 、 健 診 の 実 施 割 合 は 政 府 管 掌 健 康 保 険 、 船 員 保 険 と も 前 年 度 に 比 べ 向

上 し て い る も の の 、 い ず れ も ％ 台 、 ％ 台 と 、 決 し て 高 い 割 合 で あ る と は い え30 40
な い 状 況 で あ り 、 ニ ー ズ 調 査 の 結 果 等 も 踏 ま え た 事 業 の 在 り 方 の 改 善 が 必 要 で あ る

と 考 え ら れ る 。 ま た 、 事 後 指 導 実 施 者 に つ い て は 、 人 数 は 増 加 し た も の の 、 そ の 割

合 は 減 少 し て お り 、 さ ら な る 指 導 の 充 実 が 必 要 で あ る と 考 え ら れ る 。

今 後 の 課 題 等

、 、○ 平 成 年 度 か ら は 健 診 単 価 の 引 き 下 げ が 行 わ れ る こ と と な っ て い る が こ の 他17
増 額 し た 健 診 予 算 の 効 果 的 ・ 効 率 的 執 行 、 受 診 者 の ニ ー ズ 把 握 の 推 進 等 に よ り 、 よ

り 受 診 者 の 割 合 を 増 加 さ せ て い く 必 要 が あ る 。

○ 事 後 指 導 の 充 実 を 図 る た め の 取 組 み を 進 め 、 実 施 件 数 を 増 加 さ せ る よ う 努 め る 必

要 が あ る 。

○ 「 緊 急 対 応 プ ロ グ ラ ム 」 に 基 づ い て 、 健 診 実 施 機 関 の 増 大 を 図 る な ど 、 被 保 険 者

の ニ ー ズ に 対 応 し た 健 診 の 推 進 に つ い て 検 討 を 進 め て い く 必 要 が あ る 。

目 標

４ ． 保 健 事 業 及 び 福 祉 施 設 事 業 に 関 す る 事 項

（ ２ ） 社 会 保 険 事 業 に 係 る 保 健 ・ 福 祉 施 設 事 業 は 、 適 切 か つ 効 率 的 に 実 施 す る こ と 。

主 な 指 標 の 推 移

12 13 14 15 16指 標 名 単 位 Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

社 会 保 険 病 院 等 利 用 者 数

6,816 6,749 6,326 5,970 5,866入 院 延 べ 患 者 数 千 人

12,899 12,821 11,894 10,914 10,631外 来 延 べ 患 者 数 千 人

2,782 2,797 2,864 2,843 2,931健 診 等 延 べ 患 者 数 千 人

社 会 保 険 病 院 等 の 単 年 度

収 支 状 況

16 19 30 20 5赤 字 施 設 数 施 設

60 57 46 54 70黒 字 施 設 数 施 設

3,347,844 3,249,681 833,078 3,774,750 4,675,371当 期 剰 余 金 額 千 円 △

目 標 に 係 る 主 な 取 組 み 及 び 実 績

保 健 ・ 福 祉 施 設 に つ い て は 、 運 営 を 委 託 し て い る 公 益 法 人 と の 委 託 契 約 に 基 づ き 、 適

切 に 事 業 を 実 施 す る よ う 指 導 す る と と も に 、 委 託 先 団 体 へ の 計 画 的 な 監 査 を 実 施 し た 。

年 金 福 祉 施 設 等 に つ い て は 「 年 金 福 祉 施 設 等 の 見 直 し に つ い て （ 合 意 （ 平 成 16年、 ）」

3月 10日 与 党 年 金 制 度 改 革 協 議 会 ） 等 を 踏 ま え 、 年 金 制 度 の 厳 し い 財 政 状 況 及 び 福 祉 施

設 を 取 り 巻 く 社 会 環 境 や 国 民 の ニ ー ズ の 変 化 等 に 鑑 み 、 今 後 は 保 険 料 を 投 入 し な い と と

も に 、 年 金 資 金 等 へ の 損 失 を 最 小 化 す る と い う 考 え 方 に 立 ち 、 年 金 福 祉 施 設 等 を 廃 止 ・

譲 渡 す る こ と と し 、 そ の た め に 必 要 な 業 務 を 行 っ た 。

具 体 的 に は 、 独 立 行 政 法 人 を 平 成 17年 10月 に 設 置 し て 5ヵ 年 で 施 設 の 廃 止 ・ 売 却 を 進
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め る た め の 「 独 立 行 政 法 人 年 金 ・ 健 康 保 険 福 祉 施 設 整 理 機 構 法 案 」 の 国 会 提 出 な ど 、 独

立 行 政 法 人 を 設 置 す る た め の 準 備 を 行 う と と も に 、 法 人 に お い て 整 理 合 理 化 を 進 め る た

め の 基 本 的 な 枠 組 み を 定 め た 「 年 金 ・ 健 康 保 険 福 祉 施 設 （ 病 院 を 除 く ） に 係 る 整 理 合 理

化 計 画 」 の 策 定 、 年 金 福 祉 施 設 等 の 境 界 確 定 作 業 及 び 廃 止 し た 施 設 に つ い て 安 全 な 管 理

な ど 法 人 へ の 出 資 の た め に 必 要 な 業 務 を 行 っ た 。

一 方 、 社 会 保 険 病 院 の 見 直 し に つ い て は 、 健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成

14年 法 律 第 102号 ） 附 則 第 2条 第 3項 第 1号 の 規 定 を 受 け て と り ま と め た 「 社 会 保 険 病 院、

の 在 り 方 の 見 直 し に つ い て （ 平 成 14年 12月 25日 厚 生 労 働 省 方 針 ） に 基 づ き 、 そ れ ぞ れ」

の 病 院 に 策 定 さ せ た 経 営 改 善 計 画 （ 平 成 15年 度 を 初 年 度 と す る 3カ 年 計 画 ） に 基 づ く 取

組 を 各 病 院 に お い て 進 め て い る 。

達 成 状 況 に 係 る 評 価

（ 評 価 結 果 ）

目 標 の 達 成 に 向 け て 着 実 な 取 組 み が み ら れ た 。

数 値 目 標 の 達 成 状 況 ）（

－

評 価 及 び 所 見 ）（

１ ． 取 組 み の 改 善

・ 年 金 福 祉 施 設 等 の 在 り 方 に つ い て 与 党 合 意 及 び 「 緊 急 対 応 プ ロ グ ラ ム 」 の 内 容 等 を 踏

ま え 、 廃 止 ・ 譲 渡 す る こ と を 決 定 す る と と も に 、 当 該 施 設 の 廃 止 ・ 売 却 を 進 め る た め

の 独 立 行 政 法 人 の 設 立 に 向 け た 作 業 が 進 め ら れ 、 今 後 の 年 金 福 祉 施 設 等 の 整 理 合 理 化

の 推 進 に 向 け た 取 組 み が 行 わ れ た 。

・ な お 、 厚 生 年 金 病 院 に つ い て は 、 与 党 合 意 に お い て 、 平 成 17年 度 に 整 理 合 理 化 計 画 を

策 定 し 、 売 却 を 進 め る こ と と さ れ て い る 。

（ 注 ）

「 年 金 の 福 祉 還 元 事 業 に 関 す る 検 証 会 議 報 告 書 （ 平 成 年 月 日 ） に お い て」 17 9 20
は 、 社 会 保 険 庁 が 運 営 し て い た 年 金 福 祉 施 設 事 業 を 含 む 年 金 福 祉 還 元 事 業 に つ い て 、

① 年 金 財 政 の 厳 し さ を 十 分 考 慮 し て 展 開 さ れ て き た と は い え な い こ と 、

② 年 金 福 祉 還 元 事 業 を は じ め と す る 福 祉 施 設 事 業 （ 年 金 保 険 料 に よ り 実 施 す る 年 金

給 付 以 外 の 事 業 ） に つ い て 、 保 険 料 拠 出 者 や 有 識 者 の 意 見 を 聴 く 「 恒 常 的 な 場 」 が

な か っ た こ と 、

③ 事 業 を 制 御 す る 仕 組 み が 行 政 内 部 に 設 け ら れ て お ら ず 、 ま た 行 政 内 部 で の 連 携 が

図 ら れ て い な か っ た こ と

と い っ た 問 題 点 が 指 摘 さ れ て い る 。 ま た 、 今 後 の 課 題 と し て は 、

① 個 々 の 福 祉 施 設 事 業 の 必 要 性 の 精 査 、 情 報 公 開 の 徹 底 「 恒 常 的 な 場 」 の 設 置 等、

を 通 じ て 「 事 業 拡 大 制 御 シ ス テ ム 」 を 構 築 す る と と も に 、、

② 行 政 が 福 祉 施 設 事 業 の 実 施 に つ い て 自 己 評 価 す る 仕 組 み を 構 築 し 、 ま た 行 政 内 部

で の 連 携 を 図 る こ と

等 が 挙 げ ら れ て い る 。
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２ ． 取 組 み と 効 果 の 分 析

・ 社 会 保 険 病 院 の 見 直 し に つ い て は 、 前 年 度 に 引 き 続 き 、 経 営 改 善 計 画 に 基 づ く 取 組 み

が 進 め ら れ て い る と こ ろ で あ り 、 単 年 度 の 収 支 状 況 を 見 る と 、 赤 字 の 施 設 が 大 幅 に 減

少 し 、 併 せ て 黒 字 の 病 院 が 増 加 し て お り 、 ま た 、 当 期 剰 余 金 額 に つ い て も 前 年 度 に 比

べ 、 大 幅 な 増 加 が 見 ら れ る こ と か ら 、 経 営 の 改 善 に 向 け た 取 組 み が 進 展 し て い る と 評

価 で き る 。

今 後 の 課 題 等

○ 引 き 続 き 、 社 会 保 険 病 院 に つ い て は 、 経 営 改 善 計 画 に 沿 っ た 取 組 み を 着 実 に 推 進 す

る 必 要 が あ る 。

○ 年 金 福 祉 施 設 等 に つ い て は 、 平 成 年 月 か ら は 、 そ の 廃 止 ・ 譲 渡 に 係 る 業 務 は17 10
独 立 行 政 法 人 年 金 ・ 健 康 保 険 福 祉 施 設 整 理 機 構 に 委 ね ら れ る こ と と な る が 、 当 該 法 人

が 、 中 期 計 画 等 に 沿 っ て 当 該 施 設 の 廃 止 等 を 着 実 に 進 め て い る か を 把 握 し て い く 必 要

が あ る 。

目 標

５ ． 広 報 、 情 報 公 開 、 相 談 等 に 関 す る 事 項

（ １ ） 社 会 保 険 事 業 に 関 す る 効 果 的 な 広 報 を 行 う こ と 。

（ 数 値 目 標 ）

・ 前 年 度 を 上 回 る 年 金 教 育 の 実 施 校 数 と す る こ と 。

主 な 指 標 の 推 移

12 13 14 15 16指 標 名 単 位 Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

22,530,412 53,921,866ホ ー ム ペ ー ジ ア ク セ ス 数 件 796,136 8,019,374 39,229,035

6,689 10,767年 金 教 育 の 実 施 校 数 校 延 べ 数（ ） 5,241 5,838 8,727

7,173 6,930年 金 研 修 の 実 施 事 業 所 数 事 業 所 6,073 7,133 7,972

目 標 に 係 る 主 な 取 組 み 及 び 実 績

社 会 保 険 事 業 に 関 す る 効 果 的 な 広 報 に つ い て は 「 緊 急 対 応 プ ロ グ ラ ム 」 に 基 づ き 、、

新 聞 、 地 域 情 報 紙 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 、 雑 誌 、 交 通 広 告 等 の 各 種 広 報 媒 体 及 び チ ラ シ 、 ポ

ス タ ー 等 の 活 字 に よ る 媒 体 を 活 用 し 、 制 度 内 容 の 効 率 的 な 実 施 に 努 め た 。

特 に 年 金 広 報 に つ い て は 「 公 的 年 金 制 度 の 基 礎 的 事 項 の 周 知 」 を テ ー マ と し た 「 年、

金 週 間 （ 年 金 週 間 」 の 取 扱 い に つ い て （ 平 成 年 月 日 庁 文 発 第 号 ） の」 「「 」 ）10 6 1 1739
実 施 に 合 わ せ て 、 公 的 年 金 制 度 の 意 義 や 役 割 及 び 保 険 料 の 納 付 義 務 の 周 知 ・ 広 報 を 実 施

し た ほ か 、 年 度 末 に は 平 成 年 月 施 行 に 係 る 年 金 制 度 改 正 内 容 等 を 周 知 す る た め の17 4
広 報 を 実 施 し た 。 ま た 、 今 後 の 広 報 を 効 果 的 か つ 効 率 的 に 実 施 す る た め に 、 年 金 週 間 及

び 年 度 末 の 広 報 の 実 施 後 に お い て は 、 メ デ ィ ア 接 触 率 、 政 策 ・ 事 業 の 周 知 率 、 理 解 度 及

び 共 感 度 等 に つ い て の 効 果 測 定 （ 次 回 以 降 の 広 報 計 画 策 定 の た め の 基 礎 資 料 と す る ）。

を 実 施 し た 。

そ の 他 、 社 会 保 険 庁 ホ ー ム ペ ー ジ の 充 実 、 市 町 村 等 の 広 報 媒 体 に 社 会 保 険 関 係 の 記 事
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の 掲 載 を 依 頼 す る な ど 、 公 的 年 金 制 度 の 意 義 や 役 割 を 正 し く 認 識 し 、 年 金 制 度 に 対 す る

理 解 と 信 頼 を 得 る た め の 広 報 及 び 制 度 改 正 内 容 の 広 報 を 積 極 的 に 行 っ た 。

年 金 教 育 に つ い て は 「 年 金 教 育 の 実 施 に つ い て （ 平 成 10年 6月 1日 庁 文 発 第 1740号 ）、 」

等 の 通 知 に 基 づ き 、 公 的 年 金 制 度 の 基 本 理 念 で あ る 「 世 代 間 扶 養 」 の 考 え 方 や 公 的 年 金

制 度 の 意 義 ・ 役 割 及 び 保 険 料 の 納 付 義 務 に つ い て 、 将 来 の 年 金 制 度 を 担 う 中 学 生 ・ 高 校

生 に 対 し て 正 し く 理 解 し て も ら う べ く 、 副 読 本 等 を 使 用 し 、 学 校 訪 問 に よ る 年 金 教 育 、

セ ミ ナ ー に よ る 年 金 教 育 の 活 動 を 積 極 的 に 推 進 し た 結 果 、 前 年 度 に 比 べ 2,0 4 0校 （ 23.4

％ 増 ） 増 加 し 10,767校 に お い て 実 施 し た 。

16 15 4更 に 、 平 成 年 度 に お い て は 「 年 金 教 育 推 進 協 議 会 の 設 置 に つ い て （ 平 成 年、 」

月 日 庁 保 発 第 号 ） 通 知 に 基 づ き 、 各 都 道 府 県 社 会 保 険 事 務 局 に 社 会 保 険 関 係 者 及28 21
び 教 育 関 係 者 に よ り 構 成 す る 「 年 金 教 育 推 進 協 議 会 」 の 全 都 道 府 県 で の 設 置 が 完 了 し 、

地 域 や 学 校 等 の 実 情 に 応 じ た 効 果 的 な 年 金 教 育 の 推 進 に つ い て 協 議 を 行 う な ど 、 年 金 教

育 の 円 滑 な 推 進 に 努 め た 。

、 、「 」ま た 事 業 所 内 に お け る 研 修 に つ い て は 事 業 所 内 に お け る 研 修 等 の 促 進 に つ い て

(平 成 6年 2月 8日 社 業 発 第 6号 )通 知 に 基 づ き 、 被 保 険 者 に 年 金 制 度 に 対 す る 理 解 を 深 め て

い た だ く た め 、 事 業 所 内 の 退 職 予 定 者 、 新 規 採 用 者 を 対 象 に 年 金 研 修 を 実 施 し た 。

達 成 状 況 に 係 る 評 価

（ 評 価 結 果 ）

目 標 の 達 成 に 向 け て 進 展 が あ っ た 。

数 値 目 標 の 達 成 状 況 ）（

年 金 教 育 の 実 施 校 数 に つ い て は 、 前 年 度 実 績 を 上 回 る 実 績 と な っ た 。

評 価 及 び 所 見 ）（

１ ． 取 組 み の 改 善

、 、 、・ 社 会 保 険 事 業 に 関 す る 効 果 的 な 広 報 に つ い て 従 来 と 同 様 各 種 広 報 媒 体 及 び チ ラ シ

ポ ス タ ー 等 の 活 字 に よ る 媒 体 を 活 用 し た 取 組 み が 進 め ら れ た 。

・ 特 に 、 広 報 の 実 施 後 、 メ デ ィ ア 接 触 率 、 政 策 ・ 事 業 の 周 知 率 、 理 解 度 及 び 共 感 度 等 に

つ い て の 効 果 測 定 を 実 施 し た こ と は 、 今 後 の 効 果 的 ・ 効 率 的 な 広 報 体 制 を 整 え る 上 で

役 立 つ も の で あ り 、 評 価 で き る 。

２ ． 取 組 み と 効 果 の 分 析

・ 年 金 教 育 の 実 施 に つ い て 、 積 極 的 な 活 動 の 結 果 、 前 年 度 を 大 幅 に 上 回 る 実 績 を 上 げ る

こ と が で き た 。

・ 事 業 所 内 に お け る 年 金 研 修 に つ い て は 、 従 来 と 同 様 の 取 組 み が 進 め ら れ て い る が 、 研

修 の 実 施 を 希 望 す る 事 業 所 が 前 年 度 よ り も 減 少 し て お り 、 さ ら な る 事 業 所 へ の 働 き か

け を 推 進 す る こ と が 必 要 で あ る と 考 え ら れ る 。

今 後 の 課 題 等

○ 今 般 実 施 し た 、 年 金 に 関 す る 広 報 に 係 る 効 果 測 定 の 結 果 を 活 用 し 、 よ り 効 果 的 ・ 効

率 的 な 広 報 を 実 施 し て い く た め の 分 析 や 検 討 等 を 行 う 必 要 が あ る 。

○ 中 学 生 ・ 高 校 生 に 対 す る 年 金 セ ミ ナ ー の 実 施 を さ ら に 進 め て い く 必 要 が あ る 。

○ 年 金 教 育 や 年 金 制 度 の 周 知 に つ い て 、 社 会 保 険 大 学 校 の 活 用 を 図 っ て い く 必 要 が あ
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る 。

目 標

５ ． 広 報 、 情 報 公 開 、 相 談 等 に 関 す る 事 項

（ ２ ） 厚 生 年 金 保 険 事 業 ・ 国 民 年 金 事 業 に お い て 、 年 金 個 人 情 報 の 提 供 の 充 実 を 図 る な

ど 、 事 業 主 、 被 保 険 者 、 受 給 権 者 等 の 利 用 し や す い 年 金 相 談 体 制 を 充 実 す る こ と 。

主 な 指 標 の 推 移

12 13 14 15 16指 標 名 単 位 Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

7,826 8,347年 金 相 談 者 数 来 訪 相 談 者 数 千 人 － －（ ） 8,587
イ ン タ ー ネ ッ ト に よ る 年 金 見

147,750込 額 試 算 照 会 の 受 付 件 数 件 － － － 56,073

目 標 に 係 る 主 な 取 組 み 及 び 実 績

「 」 、 、 、 、全 国 312の 社 会 保 険 事 務 所 で は 来 訪 電 話 文 書 に よ る 年 金 相 談 を 行 っ て お り

こ の う ち 来 訪 者 に つ い て は 、 平 成 16年 度 に お い て は 、 7,0 5 2 , 6 0 6人 の 来 訪 者 の 年 金 相 談

に 対 応 し た 。

ま た 、 全 国 カ 所 の 「 年 金 相 談 セ ン タ ー 」 で は 、 平 成 年 度 に お い て 人 の 来71 16 1,276,586
訪 者 に 年 金 相 談 を 行 っ た ほ か 、 電 話 や 文 書 に よ る 相 談 に つ い て も 対 応 で き る 範 囲 で 行 っ

て お り 、 本 の 電 話 相 談 及 び 通 の 文 書 相 談 に つ い て も 対 応 し た 。196,255 524
更 に 、 電 話 に よ る 年 金 相 談 を 行 う 「 年 金 電 話 相 談 セ ン タ ー 」 に つ い て は 、 平 成 年16

度 に は カ 所 増 設 し 、 全 国 で カ 所 の 設 置 と な り 、 本 の 電 話 相 談 の 対 応 を 行 っ13 23 2,017,584
た 。

そ の 他 「 社 会 保 険 業 務 セ ン タ ー 中 央 年 金 相 談 室 」 で は 、 来 訪 、 電 話 、 文 書 に よ る 年、

金 相 談 を 行 っ て お り 、 平 成 年 度 に お い て は 、 人 の 来 訪 相 談 、 通 の 文 書 相16 17,895 61,543
談 を 行 っ た 。 電 話 相 談 に つ い て は 、 平 成 年 度 に 順 次 席 か ら 席 に 体 制 を 拡 充 し 、16 35 56

本 の 電 話 相 談 に 対 応 し た 。 加 え て 、 ① 月 日 か ら 日 ま で の 日 間 は 、 物 価542,804 6 1 30 22
36 24,622 10ス ラ イ ド に 伴 う 年 金 額 改 定 通 知 書 へ の 問 い 合 わ せ 対 応 と し て 席 増 設 し 件 ②、 、

月 日 か ら 月 日 ま で の 日 間 は 、 扶 養 親 族 等 申 告 書 の 記 入 方 法 等 へ の 問 い 合 わ せ29 12 1 22
対 応 と し て 、 ピ ー ク 時 に は 席 増 設 し 、 本 、 ③ 年 月 日 か ら 月 日 ま で85 80,933 17 1 11 3 15
の 日 間 は 扶 養 親 族 等 申 告 書 の 記 入 方 法 等 へ の 問 い 合 わ せ 及 び 源 泉 徴 収 票 の 再 交 付 等45
へ の 対 応 と し て 席 増 設 し 、 本 の 電 話 相 談 に 対 応 し た 。50 43,233
具 体 的 に は 、 年 金 相 談 の 充 実 を 図 る た め 「 緊 急 対 応 プ ロ グ ラ ム 」 に 基 づ き 、 次 の 取、

り 組 み を 実 施 し た 。

① 相 談 時 間 の 延 長 、 休 日 相 談 等

・ 平 成 16年 6月 に 昼 休 み 時 間 帯 に お け る 年 金 相 談 実 施 の 徹 底 を 指 示 し 、 現 在 、 全 て の

社 会 保 険 事 務 所 等 に お い て 昼 休 み 時 間 帯 に 年 金 相 談 を 行 っ て い る 。

・ 平 成 16年 8月 16日 （ 月 ） か ら 20日 （ 金 ） ま で の お 盆 明 け の 5日 間 に つ い て 全 て の 社 会

保 険 事 務 所 及 び 一 部 の 年 金 相 談 セ ン タ ー で 相 談 時 間 を 午 後 8時 ま で 延 長 し 、 5日 間 で

午 後 5時 以 降 5,071人 の 来 訪 者 が あ っ た 。
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・ 年 金 週 間 期 間 中 の 平 成 16年 11月 6日 （ 土 ） か ら 12日 （ 金 ） に お い て 、 6日 （ 土 ） 7日

（ 日 ） の 2日 間 に つ い て 休 日 開 庁 し 年 金 相 談 を 実 施 し 、 そ れ ぞ れ 5, 8 0 1人 、 5, 5 0 6人

の 来 訪 者 が あ っ た 。 ま た 、 8日 （ 月 ） か ら 12日 （ 金 ） の 5日 間 に つ い て 相 談 時 間 を 午

後 7時 ま で 延 長 し 、 午 後 ５ 時 以 降 3,795人 の 来 訪 者 が あ っ た 。

、 、・ 毎 週 月 曜 日 の 相 談 時 間 の 延 長 に つ い て は 平 成 16年 12月 6日 か ら 午 後 7時 ま で 延 長 し

平 成 16年 度 中 の 15日 間 で 午 後 ５ 時 以 降 9,538人 の 来 訪 者 が あ っ た 。

・ 土 日 に お け る 相 談 の モ デ ル 実 施 に つ い て は 平 成 17年 1月 22日 か ら 5日 間 実 施 し 22,、 、

363人 の 来 訪 者 が あ っ た 。

・ 予 約 制 の 導 入 モ デ ル 事 業 の 実 施 に つ い て は 、 平 成 17年 2月 8日 の 全 国 社 会 保 険 事 務 局

長 会 議 に お い て 取 り 組 み を 指 示 し 、 現 在 、 い く つ か の 社 会 保 険 事 務 所 に お い て さ ま

ざ ま な 年 金 相 談 の 予 約 制 へ の 取 り 組 み を 開 始 し て い る 。

② イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 し た 年 金 個 人 情 報 の 提 供

・ イ ン タ ー ネ ッ ト （ 個 人 認 証 を 活 用 ） を 利 用 し た 年 金 個 人 情 報 の 提 供 に つ い て は 、 社

会 保 険 庁 ホ ー ム ペ ー ジ に お い て 、 55歳 以 上 の 者 か ら の 年 金 見 込 額 及 び 年 金 加 入 状 況

の 照 会 を 受 け 付 け て い る が 、 本 人 へ の 郵 送 に よ る 回 答 に 加 え 、 平 成 17年 1月 末 よ り 、

電 子 申 請 の 仕 組 み を 利 用 し て 本 人 確 認 を 厳 格 に 行 い つ つ 、 イ ン タ ー ネ ッ ト に よ る 回

答 を 可 能 と し 、 回 答 の 迅 速 化 を 図 っ た 。 な お 、 平 成 17年 度 に は 年 金 加 入 状 況 に つ い

て 、 イ ン タ ー ネ ッ ト に よ る 即 時 回 答 を 可 能 と す る 仕 組 み を 構 築 し 、 更 な る 迅 速 化 を

図 る こ と と し た 。

③ フ ァ ク シ ミ リ を 利 用 し た 年 金 相 談

・ 耳 が 不 自 由 な た め 電 話 に よ る 年 金 相 談 を 行 う こ と が 困 難 な 方 々 に 配 慮 し た 取 り 組 み

と し て 、 フ ァ ク シ ミ リ に よ る 年 金 相 談 を 開 始 す る た め の 準 備 を 進 め た （ 17年 4月 よ。

り 実 施 ）

④ 相 談 窓 口 の 充 実

・ 年 金 相 談 来 訪 者 の 増 加 に 対 応 す る た め 、 社 会 保 険 事 務 所 の 年 金 相 談 窓 口 の 増 設 に 努

め た 。 特 に 、 川 越 社 会 保 険 事 務 所 で は 平 成 17年 1月 か ら 14窓 口 か ら 25窓 口 に 、 所 沢

社 会 保 険 事 務 所 で は ７ 窓 口 か ら 15窓 口 に そ れ ぞ れ 大 幅 に 年 金 相 談 窓 口 を 増 設 し た 。

⑤ 年 金 相 談 セ ン タ ー

・ 年 金 相 談 セ ン タ ー に つ い て は 、 千 葉 県 柏 市 に 柏 年 金 相 談 セ ン タ ー 、 大 阪 府 堺 市 に な

か も ず 年 金 相 談 セ ン タ ー の 2カ 所 を 増 設 し た 。 ま た 、 福 島 年 金 相 談 セ ン タ ー 、 前 橋

年 金 相 談 セ ン タ ー 、 新 潟 年 金 相 談 セ ン タ ー 及 び 奈 良 年 金 相 談 セ ン タ ー の 4カ 所 を 移

転 す る と と も に 、 松 江 年 金 相 談 セ ン タ ー 及 び 高 松 年 金 相 談 セ ン タ ー の 2カ 所 を 廃 止

す る な ど 、 地 域 ニ ー ズ に 応 じ た 設 置 の 見 直 し を 行 い 、 平 成 17年 4月 現 在 、 71カ 所 と

な っ て い る 。

⑥ 年 金 電 話 相 談 セ ン タ ー

・ 年 金 電 話 相 談 セ ン タ ー に つ い て は 、 宮 城 、 福 島 、 茨 城 、 栃 木 、 群 馬 、 新 潟 、 長 野 、

岐 阜 、 三 重 、 京 都 、 岡 山 、 広 島 、 熊 本 の 13カ 所 の 社 会 保 険 事 務 局 に 順 次 増 設 し 、 電

話 相 談 体 制 の 充 実 に 努 め た （ 全 国 23ヶ 所 ）。

⑥ 総 合 相 談 窓 口

・ 社 会 保 険 事 務 所 に お け る ワ ン ス ト ッ プ サ ー ビ ス の 推 進 を 図 る た め 、 平 成 17年 4月 1日
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設 置 を 含 め 、 全 国 18 9か 所 の 社 会 保 険 事 務 所 に 総 合 相 談 室 を 設 置 し 、 社 会 保 険 事 務

所 来 訪 者 へ の サ ー ビ ス の 向 上 を 図 っ た 。

達 成 状 況 に 係 る 評 価

（ 評 価 結 果 ）

目 標 の 達 成 に 向 け て 進 展 が あ っ た 。

（ 数 値 目 標 の 達 成 状 況 ）

－

（ 評 価 及 び 所 見 ）

１ ． 取 組 み の 改 善

・ 各 施 設 を 利 用 し た 相 談 体 制 に つ い て 、 年 金 電 話 相 談 セ ン タ ー の 増 設 、 年 金 相 談 セ ン タ

ー の 増 設 、 移 転 及 び 廃 止 と い っ た 、 よ り ニ ー ズ に 対 応 し た 相 談 体 制 を 築 く た め の 組 織

の 整 備 が 進 め ら れ た 。

・ 相 談 時 間 の 延 長 、 休 日 開 庁 に よ る 相 談 の モ デ ル 実 施 （ ※ ） 等 の 取 組 み が 開 始 さ れ 、 ま

た 、 社 会 保 険 業 務 セ ン タ ー 中 央 年 金 相 談 室 に お い て は 時 期 に 応 じ て 電 話 対 応 の 体 制 を

拡 充 す る 等 、 利 用 者 の ニ ー ズ に よ り 配 慮 し た 取 組 み が 進 め ら れ た 。

（ ※ 平 成 年 月 よ り 本 格 的 に 実 施 し て い る ）17 4 。

・ そ の 他 「 緊 急 対 応 プ ロ グ ラ ム 」 の 内 容 に 基 づ き 、 す べ て の 地 方 社 会 保 険 事 務 局 に ホ、

ー ム ペ ー ジ が 開 設 さ れ 、 社 会 保 険 事 務 所 の 案 内 、 休 日 相 談 日 や 平 日 の 時 間 延 長 の お 知

ら せ 、 混 雑 状 況 の お 知 ら せ 等 の 掲 載 等 に よ る 、 情 報 提 供 体 制 の 拡 充 が 図 ら れ た 。

今 後 の 課 題 等

○ 引 き 続 き 、 相 談 体 制 に つ い て 、 利 用 者 た る 国 民 の 立 場 に 立 っ た サ ー ビ ス の 向 上 を 効

率 的 に 図 っ て い く 必 要 が あ る 。

○ 社 会 保 険 事 務 所 に お け る 相 談 の 予 約 制 の 導 入 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 し た 年 金 個 人

情 報 の 提 供 の 迅 速 化 等 、 課 題 と さ れ て い る 事 項 に つ い て も 、 拡 充 に 向 け た 検 討 を 早 急

に 行 う 必 要 が あ る 。

○ ま た 「 業 務 改 革 プ ロ グ ラ ム （ 平 成 年 月 日 ） に 基 づ き 、 平 成 年 月 か ら、 」 17 9 27 17 8
実 施 し て い る 中 央 年 金 相 談 室 の 電 話 相 談 ブ ー ス の 拡 充 、 及 び 平 成 年 月 か ら 開 始17 10
す る こ と と し て い る 全 国 の 年 金 電 話 相 談 セ ン タ ー の 全 国 共 通 電 話 番 号 に よ る ネ ッ ト ワ

ー ク の 構 築 等 の 取 組 み に つ い て も 、 効 果 的 に 推 進 し て い く 必 要 が あ る 。

○ さ ら に 、 年 金 電 話 相 談 セ ン タ ー 事 業 に つ い て は 、 い わ ゆ る 「 市 場 化 テ ス ト 」 の モ デ

ル 事 業 の 結 果 も 踏 ま え つ つ 、 よ り 利 用 し や す い も の と し て い く 必 要 が あ る 。

目 標

５ ． 広 報 、 情 報 公 開 、 相 談 等 に 関 す る 事 項

（ ３ ） 国 民 か ら の 相 談 に 対 し て は 、 懇 切 丁 寧 に 対 応 す る こ と 。 ま た 、 事 業 に 対 す る 意 見

は 真 摯 に 聞 き 、 事 業 の 改 善 に 役 立 て る こ と 。

主 な 指 標 の 推 移

12 13 14 15 16指 標 名 単 位 Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ
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ホ ー ム ペ ー ジ 掲 載 の 相 談 項 目 数

180 181 180 197 204（ ）年 度 末 現 在 の 年 金 相 談 項 目 数 項 目

目 標 に 係 る 主 な 取 組 み 及 び 実 績

国 民 か ら の 相 談 へ の 対 応 に つ い て は 、 そ の 質 を 向 上 さ せ る た め 「 緊 急 対 応 プ ロ グ ラ、

ム 」 に 基 づ き 、 平 成 16年 12月 「 社 会 保 険 庁 職 員 行 動 規 範 」 を 策 定 し 、 お 客 様 志 向 の サ ー

ビ ス を 遂 行 す る 意 識 を 職 員 に 徹 底 す る と と も に 、 外 部 講 師 を 積 極 的 に 活 用 し た 接 遇 研 修

や 知 識 向 上 の た め の 業 務 研 修 の 実 施 な ど 職 員 教 育 の 充 実 を 図 り 、 お 客 様 の 気 持 ち に 立 っ

た 相 談 を 行 う た め の 環 境 整 備 に 取 り 組 ん だ 。

ま た 、 地 方 社 会 保 険 事 務 局 の 「 社 会 保 険 事 務 局 さ わ や か 行 政 サ ー ビ ス 推 進 委 員 会 」 を

活 用 す る と と も に 、 総 合 相 談 室 の 設 置 や 案 内 係 の 配 置 、 届 書 の 記 載 例 の 整 備 、 高 齢 者 ・

障 害 者 等 に 配 慮 し た 対 応 な ど に 努 め た 。

事 業 に 対 す る 意 見 に つ い て は 、 平 成 16年 6月 か ら 、 社 会 保 険 庁 ホ ー ム ペ ー ジ 等 に お い

て 、 社 会 保 険 庁 や 社 会 保 険 事 務 所 に お け る 業 務 や サ ー ビ ス に 対 す る ご 意 見 ・ ご 要 望 ・ ご

、 、 「 」提 案 を 受 け 付 け る 仕 組 み を 整 備 し 更 に 平 成 16年 10月 か ら は こ れ を 長 官 へ の メ ー ル

や 「 長 官 へ の 手 紙 」 と し て 受 け 付 け る 仕 組 み を 整 備 し た 。 平 成 16年 度 に お い て は 「 長、

官 へ の メ ー ル 」 3,519件 及 び 「 長 官 へ の 手 紙 」 142件 が 御 意 見 と し て 寄 せ ら れ た 。

ま た 、 平 成 16年 10月 か ら 、 社 会 保 険 事 務 所 の 窓 口 の ほ か 、 ホ ー ム ペ ー ジ や 本 庁 各 課 な

ど の 様 々 な 経 路 で 寄 せ ら れ た ご 意 見 や 苦 情 な ど に 対 し 、 具 体 的 な 対 応 や 回 答 を 行 う と と

も に 、 今 後 の 業 務 運 営 の 改 善 に 役 立 て る た め の 仕 組 み と し て 「 国 民 の 声 対 応 報 告 制 度 」

を 整 備 し 、 よ り 利 用 者 の 視 点 に 立 っ た サ ー ビ ス の 展 開 に 取 り 組 ん だ 。 平 成 16年 度 に お い

て は 、 本 庁 に 集 約 さ れ た 国 民 の 声 対 応 票 の 件 数 は 、 378件 と な っ た 。

さ ら に 、 利 用 者 の 意 見 や ニ ー ズ を 的 確 に 把 握 す る た め 、 平 成 17年 3月 、 全 国 の 社 会 保

険 事 務 所 及 び 年 金 相 談 セ ン タ ー へ の 来 訪 者 （ 62,830人 ） を 対 象 に 「 お 客 様 満 足 度 ア ン ケ

ー ト 」 を 実 施 し 、 52 , 5 7 8人 か ら 回 答 を 得 た （ 回 答 率 83. 7 % 。 来 訪 者 の 全 体 的 な 満 足 度）

は 「 満 足 ・ や や 満 足 」 を 合 わ せ 、 ８ 割 超 で あ っ た 。 ア ン ケ ー ト の 結 果 の 詳 細 に つ い、 」 「

て は 、 社 会 保 険 庁 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 し て い る 。 今 後 も 、 年 2回 （ 7月 、 1月 、 定 期 的）

に ア ン ケ ー ト 調 査 を 実 施 し 、 調 査 結 果 を 業 務 改 善 に 繋 げ る 取 組 を 徹 底 す る こ と と し て い

る 。

加 え て 、 平 成 16年 9月 よ り 、 社 会 保 険 庁 の 事 業 内 容 や 業 務 の 実 施 方 法 等 事 業 全 般 に つ

い て 保 険 料 拠 出 者 や 利 用 者 の 意 見 を 反 映 さ せ そ の 改 善 を 図 る こ と を 目 的 と し て 社、 、 、「

会 保 険 事 業 運 営 評 議 会 」 を 開 催 し て い る 。

達 成 状 況 に 係 る 評 価

（ 評 価 結 果 ）

目 標 の 達 成 に 向 け て 進 展 が あ っ た 。

数 値 目 標 の 達 成 状 況 ）（

－

評 価 及 び 所 見 ）（

１ ． 取 組 み の 改 善

・ 行 動 規 範 の 策 定 、 職 員 研 修 の 実 施 等 に よ り 、 利 用 者 の 観 点 に 立 っ て サ ー ビ ス を 提 供 す
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る た め の 意 識 啓 発 が 積 極 的 に 進 め ら れ た 。

・ 長 官 へ の メ ー ル 「 長 官 へ の 手 紙 「 国 民 の 声 対 応 報 告 制 度 」 等 に よ り 、 様 々 な「 」、 」、

方 面 か ら 寄 せ ら れ る 利 用 者 の ニ ー ズ 、 苦 情 等 を 把 握 し 、 業 務 の 改 善 に 結 び つ け る た め

の 体 制 が 整 え ら れ た 。

・ お 客 様 満 足 度 ア ン ケ ー ト 」 の 開 始 に よ り 、 窓 口 等 に お け る 利 用 者 の 意 見 や ニ ー ズ を「

的 確 に 把 握 す る 上 で 必 要 な 体 制 が 整 え ら れ た 。

・ 社 会 保 険 事 業 運 営 評 議 会 」 を 開 催 に よ り 、 本 庁 の 業 務 も 含 め た 社 会 保 険 事 業 全 般 に「

つ い て 、 保 険 料 拠 出 者 や 利 用 者 の 意 見 を 随 時 把 握 し 、 反 映 さ せ る た め の 仕 組 み が 整 え

ら れ た 。

２ ． 取 組 み と 効 果 の 分 析

・ お 客 様 満 足 度 ア ン ケ ー ト 」 の 結 果 、 来 訪 者 の 全 体 的 な 満 足 度 が 「 満 足 「 や や 満 足 」「 」

を 合 わ せ 、 ８ 割 強 と な っ て お り 、 取 組 み が 着 実 に 進 展 し て い る こ と を 示 す も の と い え

る 。

今 後 の 課 題 等

○ 引 き 続 き 「 お 客 様 満 足 度 ア ン ケ ー ト 」 等 の 実 施 、 社 会 保 険 事 業 運 営 評 議 会 の 運 営、

等 、 年 度 か ら 開 始 さ れ た 取 組 み を 今 後 と も 推 進 し 、 利 用 者 の 視 点 に 立 っ て 、 必 要 な16
体 制 の 整 備 を 進 め る と と も に 、 随 時 業 務 の 改 善 を 図 っ て い く 必 要 が あ る 。

○ 丁 寧 な 相 談 対 応 と と も に 、 社 会 保 険 庁 の ホ ー ム ペ ー ジ を 活 用 し た 各 種 情 報 提 供 、 積

極 的 な 年 金 個 人 情 報 の 提 供 、 電 話 相 談 体 制 の 拡 充 と い っ た 来 所 の 必 要 を な く す た め の

サ ー ビ ス の 拡 充 に つ い て も 、 引 き 続 き 実 施 し 、 充 実 を 図 る 必 要 が あ る 。

目 標

５ ． 広 報 、 情 報 公 開 、 相 談 等 に 関 す る 事 項

（ ４ ） 国 民 に 対 す る 情 報 提 供 の 充 実 を 図 る と と も に 、 レ セ プ ト の 開 示 等 に つ い て も 適 切

に 対 応 す る こ と 。

主 な 指 標 の 推 移

12 13 14 15 16指 標 名 単 位 Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

情 報 公 開 法 に 基 づ く 開 示 請 求

239 431 1,003 2,717の 開 示 件 数 件 －

2,231 3,358 3,804 3,924 5,207レ セ プ ト 開 示 件 数 件

102 1,225被 保 険 者 記 録 の 事 前 通 知 件 数 千 人 － － －

704年 金 見 込 額 の 提 供 件 数 千 人 － － － －

目 標 に 係 る 主 な 取 組 み 及 び 実 績

情 報 公 開 制 度 に 的 確 に 対 応 す る た め 、 職 員 に 対 す る 研 修 の 実 施 や 保 有 す る 文 書 の 適 正

な 管 理 を 行 う と と も に 、 開 示 請 求 に 対 し て も 的 確 に 対 応 す る た め 「 情 報 公 開 事 務 処 理、

要 領 」 に 基 づ き 、 適 切 か つ 円 滑 な 情 報 公 開 の 実 施 に 努 め た 。

レ セ プ ト の 開 示 に あ た っ て は 「 政 府 管 掌 健 康 保 険 及 び 船 員 保 険 に 係 る 診 療 報 酬 明 細、

書 等 の 開 示 の 実 施 に つ い て （ 平 成 9年 7月 14日 庁 保 険 発 第 13号 ） に 基 づ き 、 個 人 情 報 の」
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保 護 に 十 分 配 慮 す る と と も に 、 レ セ プ ト の 早 期 開 示 に 努 め 、 円 滑 か つ 適 正 な 業 務 に 努 め

た 。

年 金 個 人 情 報 の 提 供 の 充 実 を 図 る た め 、 58歳 に 到 達 し た 者 に 対 し 、 順 次 「 年 金 加 入 記

録 の お 知 ら せ 」 を 送 付 す る こ と に よ り 個 人 情 報 を 提 供 す る と と も に 、 記 載 さ れ た 年 金 加

入 記 録 を 事 前 に 確 認 し て お く こ と に よ り 年 金 裁 定 に 要 す る 期 間 を 短 縮 で き る よ う 努 め

た 。 ま た 、 被 保 険 者 の 将 来 設 計 に 役 立 て る た め 、 こ れ ら の 者 の う ち 、 年 金 見 込 額 の 提 供

を 希 望 す る 者 に は 、 老 齢 基 礎 年 金 や 老 齢 厚 生 年 金 の 額 を 記 載 し た 「 年 金 見 込 額 の お 知 ら

せ 」 を 送 付 し た 。 更 に 、 年 金 請 求 者 の 利 便 性 の 向 上 を 図 る た め 、 年 金 支 給 年 齢 に 到 達 す

る 直 前 に 年 金 加 入 履 歴 等 が 記 載 さ れ て い る 裁 定 請 求 書 を 郵 送 す る 仕 組 み （ タ ー ン ア ラ ウ

ン ド 方 式 ） に つ い て 平 成 17年 度 の 実 現 に 向 け た 検 討 を 行 っ た 。

ま た 、 被 保 険 者 個 々 人 に 対 し 、 年 金 加 入 状 況 を 定 期 的 に 提 供 す る 趣 旨 か ら 、 平 成 16年

中 に 国 民 年 金 保 険 料 を 納 付 し た 被 保 険 者 14, 7 1 0 , 4 3 9人 に 対 し て 平 成 17年 2月 に 「 国 民 年

金 保 険 料 納 付 額 の お 知 ら せ 」 を 送 付 し た 。 な お 、 平 成 17年 度 に お い て は 、 平 成 17年 度 税

制 改 正 に よ り 確 定 申 告 の 際 、 保 険 料 納 付 を 証 明 す る 書 類 の 添 付 が 義 務 づ け ら れ た こ と か

ら 「 社 会 保 険 料 （ 国 民 年 金 保 険 料 ） 控 除 証 明 書 」 を 送 付 す る こ と と し て い る 。

達 成 状 況 に 係 る 評 価

（ 評 価 結 果 ）

目 標 の 達 成 に 向 け て 進 展 が あ っ た 。

数 値 目 標 の 達 成 状 況 ）（

－

評 価 及 び 所 見 ）（

１ ． 取 組 み の 改 善

・ レ セ プ ト の 開 示 に つ い て 、 従 来 と 同 様 、 個 人 情 報 保 護 に 配 慮 し 、 早 期 に 開 示 す る た め

の 取 組 み が 進 め ら れ た 。

・ 年 金 個 人 情 報 の 提 供 に つ い て は 、 歳 到 達 者 へ の 「 年 金 加 入 記 録 の お 知 ら せ 」 の 送58
付 、 希 望 者 へ の 「 年 金 見 込 額 の お 知 ら せ 」 の 送 付 等 、 年 金 受 給 予 定 者 が 、 受 給 前 に 十

分 な 情 報 を 把 握 で き る よ う に す る た め の 体 制 の 整 備 が 進 め ら れ た 。

・ 国 民 年 金 保 険 料 納 付 額 の お 知 ら せ 」 の 送 付 に つ い て も 、 加 入 状 況 の 把 握 に 資 す る 重「

要 な 取 組 み で あ る と い え る 。

・ 緊 急 対 応 プ ロ グ ラ ム 」 に 基 づ き 、 平 成 １ ７ 年 ４ 月 の 行 政 機 関 個 人 情 報 保 護 法 の 施 行「

に 併 せ て 全 て の 社 会 保 険 事 務 所 に 開 示 請 求 等 の 受 付 窓 口 を 設 置 し 、 同 法 の 円 滑 な 施 行

に 向 け た 取 組 み が 実 施 さ れ た 。

２ ． 取 組 み と 効 果 の 分 析

・ 情 報 公 開 法 に 基 づ く 開 示 請 求 の 開 示 件 数 及 び レ セ プ ト 開 示 件 数 に つ い て は 、 年 々 増 加

し て い る と こ ろ で あ り 、 情 報 開 示 の ニ ー ズ の 高 ま り と 併 せ 、 積 極 的 な 対 応 が な さ れ て

い る こ と を 示 す も の と 考 え ら れ る 。

今 後 の 課 題 等

○ 平 成 年 度 中 の タ ー ン ア ラ ウ ン ド 方 式 の 導 入 に 向 け た 整 備 を 進 め る 必 要 が あ る 。17
○ 引 き 続 き 「 緊 急 対 応 プ ロ グ ラ ム 」 に 基 づ い て 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 し た 年 金 個、
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人 情 報 の 提 供 の 拡 充 等 、 情 報 提 供 の 充 実 を 図 る 必 要 が あ る 。

○ 平 成 年 に お け る 納 付 実 績 を 、 平 成 年 月 に 「 国 民 年 金 保 険 料 納 付 額 の お 知 ら16 17 2
せ 」 と し て 送 付 し た と こ ろ で あ る が 、 税 務 申 告 に 国 民 年 金 保 険 料 の 納 付 証 明 書 が 必 要

と な っ た こ と に 対 応 し て 、 年 末 調 整 に 間 に 合 う よ う 、 当 年 月 中 の 発 行 を 着 実 に 実11
施 し て い く 必 要 が あ る 。


